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第 1 編 計画の基本的事項 
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第１章 基本計画の策定について 

 

１ 計画策定の背景と位置付け 

 

１）計画策定の背景 

本市では、平成２９年３月に策定した「下野市一般廃棄物処理基本計画」（以後、「本

計画」という。）で、「３Ｒと適正なごみ処理の推進による快適な地域環境の創造」を基

本理念としてごみの減量化・資源化等の取組を進めてきました。本市のごみ処理施設の

管理運営を担う小山広域保健衛生組合においては平成３０年度にマテリアルリサイク

ルの推進を図るためのごみ処理施設「リサイクルセンター」が市内に稼働し、循環型社

会の構築が進められてきました。 

一方で、世界に目を向けると、プラスチックごみによる海洋汚染といった新たな問題

の発生や、二酸化炭素に代表される温室効果ガスによる地球温暖化の進行など、地球規

模での環境問題が深刻化していることから、これらの問題に対応すべく１７の開発目

標、そしてその開発目標を達成するために、より具体化された１６９のターゲットから

なる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を設定し、２０３０年の達成を目指し、様々

な取組が進められています。 

国においては、持続可能な社会づくりの根幹となる「第４次循環型社会形成推進基本

計画」を平成３０年６月に、海洋プラスチックごみ問題などの課題に対する「プラスチ

ック資源循環戦略」を令和元年５月に、また、あらゆる主体におけるプラスチックの資

源循環等の取組を促進するための措置を講じるために、令和４年４月より「プラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。 

また、食品ロスの削減を推進する「食品ロスの削減の推進に関する法律」を令和元年

１０月に施行するなど、循環型社会の形成推進に取り組んでいます。 

こうした状況を踏まえ、市民・事業者・行政が一体となったごみの減量化・資源化、

適正処理・処分を推進するとともに、生活排水の適切な処理により水質汚濁の防止を図

ることを目的とし、令和３年度に本計画を見直し、令和４年度を初年度とする本計画に

改定するものです。 

 

２）計画の位置づけ 

本計画は、第二次下野市総合計画を上位計画として、一般廃棄物行政分野における計

画事項を具体化するための施策方針を示すものであり、本市の一般廃棄物行政におけ

る最上位の計画に位置づけられ、一般廃棄物処理の基本方針となるものです。策定に際

しては上位計画や関連計画と整合を図るものとします。 

また、ごみ減量化計画、一般廃棄物処理実施計画、分別収集計画、災害時に発生した

災害ごみの処理方針を定めた災害廃棄物処理計画等の本市の廃棄物処理に係る諸計画

は、本計画を踏まえて策定することになります。 
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図 1.1.1 計画の位置付け 

 

 

２ 計画の期間 

本計画は、令和４年度を初年度、令和１３年度を目標年度とする１０年間を計画期間と

します。 

また、５年後の令和８年度を中間目標年度とします。 

なお、上位計画、関連計画・法令等との整合を図りながら概ね５年ごとに見直しを行う

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.2 計画の期間 
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３ 計画の構成 

本計画は、ごみ処理に関する部分（ごみ処理基本計画）と生活排水処理に関する部分（生

活排水処理基本計画）で構成します。 

ごみ処理基本計画では、ごみ処理に関する基本方針を定め、ごみの減量化、資源化に関

する計画及び適正処理に関する計画を策定します。 

生活排水処理計画では、生活排水（し尿及び生活雑排水）の処理主体別（公共下水道、

農業集落排水施設等）の処理計画、整備計画を踏まえて生活排水処理に関する基本方針を

定め、し尿及び浄化槽汚泥の処理計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.3 計画の構成 

 

◎ＳＤＧｓについて 

ＳＤＧｓとは、「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ」 

（持続可能な開発目標）の略で、２０１５年９月の国連サミットで採択された『「誰一人取

り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、２０３０年を年限とし、

掲げられた１７の開発目標、さらにその下に１６９のターゲット、２３２の指標が定められ

ております。 

各目標及び取組は、相互に関連しており、本計画に関連の深い目標としては、「６ 安全

な水とトイレを世界中に」、「１２ つくる責任、つかう責任」が挙げられるほか、ごみ処理

に伴う環境負荷の低減を掲げた「１３ 気候変動に具体的な対策を」、近年、適正に処理さ

れずに海洋汚染の原因となっているプラスチックごみの適正処理を進めることで「１４ 

海の豊かさを守ろう」なども大きく関係しております。 

なお、海洋汚染の原因となるプラスチックごみの適正処理の推進は、海のない本県におい

ても無関係なことではないことから、令和元年８月、栃木県及び県内自治体共同で「プラご

みゼロ宣言」を行い、プラスチックごみの適正処理の促進を図っております。 

 

  

ごみ処理基本計画

一般廃棄物処理基本計画

生活排水処理基本計画
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第２章 本市の概要 

 

１ 地理的・地形的特性 

下野市は、関東平野の北部、栃木県の中南部に位置し、都心から約８５ｋｍ圏にあり、

首都圏の一端を構成しています。南北約１５．２ｋｍ、東西約１１．５ｋｍで、北は県都

宇都宮市、南は小山市、東は真岡市と上三川町、西は栃木市と壬生町に接し、面積は７４．

５９平方キロメートルです。 

東に鬼怒川と田川、西に思川と姿川が流れる高低差のあまりない、古来より開けた平坦

で安定した自然災害も少ない地域です。   

ＪＲ宇都宮線の自治医大駅を中心にニュータウンによる新市街地が広がり、日光街道

沿いの小金井や石橋の旧宿場町とその周辺部の田園地帯とともに下野市を形成していま

す。 

気候は、年平均気温が約１４℃、年平均降水量が約１，３００ｍｍであり、夏は高温多

湿、冬は低温乾燥のやや内陸性を帯びた温暖な気候で、積雪は殆どなく、雷が比較的多い

という特徴があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1 下野市の位置 
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２ 人口 

令和２年度末（令和３年３月３１日）現在の行政人口は６０，０５３人、世帯数は２４，

７２７世帯です。行政人口は６万人を境に増減しております。世帯数は一貫して増加して

おり、世帯人員はそれに伴い減少しています。 

 

表 1.2.1 行政人口及び世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 ：各年度３月３１日現在の人口・世帯数を示します。 

資料：住民基本台帳 

 

 

 

図 1.2.2 行政人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年　度
行政人口
（人）

世帯数
世帯人員

（人/世帯）
平成23年度 59,589 21,495 2.77
平成24年度 60,034 21,996 2.73
平成25年度 60,039 22,296 2.69
平成26年度 60,066 22,567 2.66
平成27年度 59,870 22,898 2.61
平成28年度 60,062 23,282 2.58
平成29年度 60,084 23,714 2.53
平成30年度 59,981 23,958 2.50
令和元年度 60,062 24,402 2.46
令和2年度 60,053 24,727 2.43
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令和２年９月３０日現在の５歳階級別の年齢人口は、男女ともに４５～４９歳の年齢

層において人口が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3 ５歳階級別人口（令和 2 年９月３０日現在） 
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３ 産業 

 

１）産業別 

平成２８年の本市の事業所数は２，１４２事業所、従業者数は２２，４９７人となっ

ています。従業者の７０％以上は第３次産業に従事しています。 

表 1.2.2 産業分類別事業所数と従業員数（平成２８年） 

 

資料：平成２８年経済センサス基礎調査（総務省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.4 事業所数及び従業者数の産業別割合  

事業所数 従業者数
全産業 2,142 22,497
第1次産業 24 130

農業，林業 24 130
第2次産業 434 5,507

建設業 250 1,474
製造業 184 4,033

第3次産業 1,684 16,860
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0
情報通信業 8 26
運輸業，郵便業 77 1,768
卸売業，小売業 507 3,776
金融業，保険業 27 250
不動産業，物品賃貸業 164 365
学術研究，専門・技術サービス業 75 358
宿泊業，飲食サービス業 213 1,521
生活関連サービス業，娯楽業 197 850
教育，学習支援業 101 1,326
医療，福祉 164 5,080
複合サービス事業 9 257
サービス業（他に分類されないもの） 142 1,283

産　業　分　類
総　　数

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

従業者数

事業所数

0.6%

1.1%

24.5%

20.3%

74.9%

78.6%

第1次産業 第2次産業 第3次産業
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２）農業 

令和２年の農家戸数は１，４６４戸、経営耕地面積は３２０，０７５ａとなっており、

総農家戸数、経営耕地面積ともに減少しました。 

表 1.2.3 総農家数及び経営耕地面積の推移 

項  目 単位 平成 27 年 令和 2 年 

総農家数 戸 1,702 1,464 

 販売農家 戸 1,239 1,027 

 自給的農家 戸 463 437 

経営耕地面積 ａ 335,224 320,075 

注 ：各年２月１日現在の実績を示します。 

資料：農林業センサス農林業経営体調査 

３）工業 

令和元年の本市の工業の事業所数は１０３事業所、従業者数は４，７１７人、製造品

出荷額等は１６３，０６９百万円となっております。平成２８年の従業者数の増加が顕著で

す。 

表 1.2.4 工業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

注 ：各年１２月３１日現在の実績（従業者数４人以上の事業所）を示します。 

資料：工業統計 

４）商業 

平成２８年の本市の商業の事業所数は４３４事業所、従業者数は３，２３２人、年間

商品販売額は１，４９８億円となっております。事業所・従業者数の増加に伴い、販売

額も増加しています。 

表 1.2.5 商業の事業所数、従業員数、年間商品販売額の推移 

項  目 単位 平成 26 年 平成 28 年 

事業所数 店 420 434 

 卸売業 店 77 84 

 小売業 店 343 350 

従業者数 人 3,003 3,232 

 卸売業 人 536 700 

 小売業 人 2,467 2,532 

年間商品販売額 億円 1,447 1,498 

 卸売業 億円 986 1,036 

 小売業 億円 461 462 

資料：平成２８年経済センサス活動調査（総務省） 

  

項  目 単位 平成 27 年 平成 28 年 平成29年 平成 30 年 令和元年 

事業所数 事業所 112 110 110 107 103 

従業者数 人 3,841 4,641 4,896 4,756 4,717 

製造品出荷額等 百万円 163,760 158,064 183,312 166,639 163,069 
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４ 土地利用 

本市の総面積は、７４．５９㎢であり、田が３１．８６％、畑が２１．４８％、宅地が

１８．６６％を占めています。 

 

 

図 1.2.5 土地利用の状況 

 

注．令和２年１月１日現在の面積を示しています。 

資料：税務課固定資産の価格等の概要調書 

  

田,

23.77ｋ㎡,31.86 ％

畑,

16.02ｋ㎡,21.48 ％

宅地,

13.92ｋ㎡,18.66 ％

池沼,

0.06ｋ㎡,0.08 ％, 

山林, 

3.61ｋ㎡,4.84 ％

原野, 

0.15ｋ㎡,0.20 ％

雑種地,

3.45ｋ㎡,4.63 ％

その他 ,

13.61ｋ㎡,18.25 ％

土地利用状況
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第３章 上位計画等 

 

１ 第二次下野市総合計画 

「第二次下野市総合計画」（平成２８年３月策定）は、下野市の合併後１０年の節目を

迎えて、より一層魅力ある暮らしやすいまちづくりに取り組み、優れた地域資源に磨きを

かけながら、本市の発展を揺るぎないものとするため、下野市自治基本条例の理念である

「市民が主役のまちづくり」を目指し、市民の幸福感を高めることを主眼としております。 

「第二次下野市総合計画」では、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間を計画

期間（前後５年ずつを前期基本計画・後期基本計画とし、「前期基本計画」が令和２年度

で終了し、「前期基本計画」における取組に対する市民意識の変化等を明らかにした上で、

今後５年間に実施する施策及び事業などを取りまとめ、令和３年度から令和７年度まで

の５年間を計画期間とする「第二次下野市総合計画後期基本計画」を策定）として、市の

強みと弱みを見極め、市の将来の目指すべき姿としています。 

 

 

 

 

 施策大綱 

目標１：大切な命を育み、健康で笑顔あふれるまちづくり 

（１）いきいき暮らせる健康づくり 

（２）子育て家庭を支援する環境づくり 

（３）高齢者が元気で暮らせる体制づくり 

（４）障がい者（児）とともに生きる環境づくり 

（５）誰もが安心して暮らせるまちづくり 

目標２：文化を育み、心豊かな人を育て未来につなぐまちづくり 

（１）将来を担う人づくり 

（２）生涯にわたり学べる機会づくり 

（３）市民総スポーツ“ひとり１スポーツ”の環境づくり 

（４）文化芸術と文化遺産による豊かな生活環境づくり 

目標３：豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくり 

（１）うるおいのある緑環境づくり 

（２）安全・安心な生活環境づくり 

（３）快適に暮らせる環境づくり 

目標４：地域資源を活かし、産業・地域が躍進するまちづくり 

（１）地域の特性を活かした農業・農村づくり 

（２）商工業による躍進するまちづくり 

（３）魅力あふれる観光まちづくり 

目標５：快適でうるおいのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくり 

（１）快適に住み続けられる住環境づくり 

（２）人に優しい交通環境づくり 

（３）安全で快適な水環境づくり 

目標６：市民が主役の市民と行政が協働するまちづくり 

（１）協働のまちづくりの体制づくり 

（２）健全な行財政運営の仕組づくり 

市の将来像 
ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市 

～人・自然・文化が織りなす 知恵と協働でつくる下野市～ 

施
策
の
展
開
方
向 

市
民
の
幸
福
感
の
向
上 

人
や
企
業
に
選
ば
れ
る
自
治
体 
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■廃棄物処理に関する事項 

「第二次下野市総合計画」の後期計画に示された一般廃棄物処理に関する事項を以下

に示します。 

□ごみ処理に関すること 

現状と課題 
ごみ処理は、ごみ排出量、特に燃やすごみが増加傾向にあるため、減量

化を進めることが必要となります。 

基本方針 

小山広域保健衛生組合を中心としたごみ処理の広域事業を推進し、市内

で統一したごみ処理と分別・リサイクルの徹底によるごみ減量化を推進し

ます。 

 

 

□生活排水に関すること 

 

指  標 指標の説明 現状値（R2） 目標値（R7） 

公共下水道普及率 
全体人口に対する下水道を

利用できる人口割合 

77.7% 

（Ｒ元年度） 
89.6% 

 

  

指  標 指標の説明 現状値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

市民一人１日当たりの資源物

以外のごみ排出量 

ごみ排出量の目標値 ５１２ｇ/人/日 

（Ｒ元年度） 

４９６ｇ/人/日 

 

現状と課題 

令和元年度末の本市の公共下水道普及率は７７．７％に達しておりま

す。 

管路設備を推進している一方で、今後、公共下水道事業、農業集落排水

事業ともに老朽化による施設の改修、維持補修費が増加することになりま

す。また、今後の人口はなだらかな減少が想定されるため、料金収入の減

少が予測され、下水道事業をめぐる経営環境が徐々に厳しさを増していき

ます。 

基本方針 

下水道事業の汚水適正処理構想（平成２８年度から令和７年度）では、

公共下水道区域と合併浄化槽区域を区別し、汚水処理施設の未整備地区に

ついて、経済比較を基本に地域の状況に応じた各種汚水処理施設の整備を

推進します。また、農業集落排水事業の処理施設維持管理費削減対策とし

て、公共下水道への接続を検討するとともに、コスト軽減及び下水道管の

長寿命化により、維持管理の適正化を図ります。 

下水道経営の健全化では、経営状況を正確に把握し、経営基盤の強化と

資源や資産・リスクなどを管理することで、経営の自由度を向上し、迅速

な対応やサービス向上など、経営上の効果を最適化するため公営企業会計

に移行します。 
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２ 廃棄物の広域処理計画 

 

１）広域処理の現状 

 

（１）ごみ処理 

計画初年度である令和４年度時点では、南河内・国分寺地区は、小山市、下野市、

野木町、上三川町のごみ処理業務等を広域に共同処理を行うことを目的に設立され

た一部事務組合（小山広域保健衛生組合、以下「小山広域」という。）の処理施設で

中間処理を行い、処理残渣は民間の最終処分場で委託処分を行っており、石橋地区に

おいては、宇都宮市が所有するクリーンパーク茂原にて、可燃ごみ及び施設へ直接搬

入されるごみについて中間処理を行い、焼却灰等の処理残渣は、民間施設にて溶融処

理等による資源化、最終処分場での埋立処分を行います。 

計画目標年度である令和１３年度時点では、下野市全地区（国分寺・南河内・石橋

地区）において、小山広域が所有する施設にて中間処理を行い、処理残渣は現在と同

様に、民間施設で溶融処理等による資源化、最終処分場での埋立処分を行います。 

 

（２）し尿及び浄化槽汚泥処理 

本市のし尿及び浄化槽汚泥並びに農業集落排水処理施設から排出される処理汚泥

は、小山広域の小山広域クリーンセンターで処理を行っています。また、し尿処理汚

泥は堆肥化し有効に利用しています。 

 

２）広域処理計画 

 

（１）小山広域保健衛生組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

小山広域は、構成市町から集められた一般廃棄物を処理・処分するにあたり資源化

率の向上や、最終処分量及び温室効果ガス等環境負荷の削減とともにごみ処理コス

トの低減を目指し、これらの目標実現のために一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策

定しています。 
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表 1.3.1 小山広域保健衛生組合一般廃棄物処理基本計画の概要 

項 目 具 体 的 な 内 容 

策 定 主 体 小山広域保健衛生組合 

策 定 年 度 平成２１年度 

計 画 の 期 間 平成２１年度から令和９年度（１９年間） 

計画対象区域 

（令和 3 年度時点） 

小山市、下野市（旧南河内町、旧国分寺町は全ての一般廃棄物、旧

石橋町は可燃ごみを除く一般廃棄物）、野木町 

（令和９年度時点） 

小山市、下野市、野木町 

基 本 方 針 

１．構成市町との協議による３Ｒの推進 

２．循環型社会形成に向け、環境負荷の低減、効率と経済性に配慮した

最適な施設整備 

３．徹底した資源循環による最終処分量の削減 

４．適正処理の実施 

排 出 抑 制 ・ 

資 源 化 計 画 

ごみの減量と資源化の推進は構成市町が取組み、小山広域は構成市町の

取組みを支援する。 

収集・運搬計画 
本組合のごみ処理の効率化を図るとともに、資源化の推進と最終処分量

の削減を目指し、構成市町のごみ分別の統一化を提案していく。 

中間処理計画 

１．中間処理による更なる減量化・資源化 

   中間処理による更なる減量化・資源化を図り、環境負荷の低減と

ともに、循環型社会の実現を目指す。 

２．中間処理施設整備計画 

   中間処理による更なる減量化・資源化を実現するため、計画的な

施設整備をすすめる。最終的には、中央清掃センター、リサイクル

センター、南部清掃センターの３施設体制で、本地域で排出される

一般廃棄物の適正な広域処理を実施していく。 

最終処分計画 

 構成市町と最終処分場の整備に関しては協議を継続し、不燃ごみ中に

含まれている資源化可能物の分別を徹底し、中間処理後の残渣を限りな

く削減する。当面は、現状のとおり民間委託による適正な処分を行って

いく必要があるため、コストの削減、環境負荷の低減、資源化率の向上

を考慮して、可能な限り処分量の削減に努める。 

ごみ処理計画 

 将来的には、排出・中間処理の各段階での資源化を徹底し、最終処分

（埋立処分）ゼロを目指す。 
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図 1.3.1 令和 9 年度時点での小山広域保健衛生組合管内ごみ処理フロー 
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３ 廃棄物・リサイクル関連の動向 

 

１）廃棄物・リサイクル関連の法制度 

平成１２年６月「循環型社会形成推進基本法」が制定され、環境負荷の少ない持続的

発展が可能な社会形成の推進や「３Ｒ」の考え方が示され、特定の廃棄物を対象とした

リサイクル法が順次施行されています。 

 

 

自然循環

循環

社会の物質循環

環境基本計画

容器包装の市町

村による分別収

集・容器の製造・
容器包装の利用

業者による再商品

化

・廃家電を小売店

が消費者から引き

取る
・製造事業者によ

る再商品化

食品の製造・加工・

販売業者が食品廃

棄物等の再生利用
等

工事の受注者が

・建築物の分別解

体等
・建設廃材等の再

資源化

・関係業者が使用

済み自動車の引き

取り、フロンの回収、
解体、破砕

・製造業者等によ

るエアバッグ・シュ

レッダーダストの再

資源化、フロンの

破壊

小型家電の市町

村による分別収集、

認定業者による適
正な処理及び資源

の有効な利用

国等が率先して再

生品などの調達を

推進

環境基本法Ｈ
5.11

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）
社会の物質循環の確保

天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

○基本原則 ○国・地方公共団体・事業者・国民の責務 ○国の施策

循環型社会形成推進基本計画 ：国の他の計画の基本

Ｈ12.6 施行

Ｈ25.5 制定

資源物有効利用促進法廃 棄 物 処 理 法

〈廃棄物の適正処理〉 〈３Ｒの推進〉

①廃棄物の発生抑制

②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）

③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制

⑤廃棄物処理基準の設定等

廃棄物処理施設整備計画

Ｈ30.6

Ｓ45.12 施行 Ｈ3.4 施行

①再生資源のリサイクル

②リサイクル容易な構造・材

質等の工夫
③分別回収のための表示

④副産物の有効利用の促進

⑤Ｈ15.10パソコンの回収リサ

イクルを義務化

〔需要面からの支援〕

リサイクル

〔１Ｒ〕

リデュース

リユース

リサイクル
〔３Ｒ〕

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

グ
リ
ー
ン
購
入
法

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

（個別物品の特性に応じた規制）

Ｈ7.6

施行
Ｈ12.4

施行
Ｈ13.5

施行

Ｈ14.5

施行

Ｈ17.1

施行
Ｈ25.4

施行

Ｈ13.4

施行

びん、ペットボトル、

紙製・プラスチック

製容器包装

エアコン、テレビ

（ブラウン管、液晶、

プラズマ）冷蔵庫・
冷凍庫、洗濯機、

衣類乾燥機

木材、コンクリート、

アスファルト

・電気機械器具

・通信機械器具

・映像用機械器具
・パソコン、ゲーム

機、電子楽器など

（需要面からの支援）

図 1.3.2 循環型社会の形成と推進のための法制度 
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２）国の廃棄物処理の目標 

 

（１）廃棄物処理施設整備計画の改定（平成３０年６月）による目標 

廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施を図るため、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の３に基づき、５年ごとに策定されてい

ます。 

新たな廃棄物処理施設整備計画は、平成３０年度から令和４年度までを計画期間

としており、平成３０年６月に閣議決定されました。 

新計画は、現在の公共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災以降の災害対

策への意識の高まり等、社会環境の変化を踏まえたことを特徴としています。従来か

ら取り組んできた３Ｒの推進に加え、災害対策や地球温暖化対策の強化を目指し、広

域的な視点に立った強靭な廃棄物処理システムの確保を強調しています。 

整備計画の計画期間中の全体目標を「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を前提

として、廃棄物等の適正な循環的利用及び適正な処分のための施設等を整備し、循環

型社会の形成の推進を図る。」とし、次の重点目標を設定し、その達成に向けて効果

的効率的な事業執行を推進することとしています。 

 

重 点 目 標 

■ごみの発生量を減らし、循環的な利用を推進するとともに、減量効果の高い処理を行

い、最終処分量の削減を進め、着実に最終処分を実施する。 

・ごみのリサイクル率※：２１％（平成２９年度）⇒ ２７％（令和４年度） 

・最終処分場の残余年数：平成３０年度の水準（２０年分）を維持する 

 

■焼却せざるを得ないごみについては、焼却時に高効率な発電を実施し、回収エネルギ

ー量を確保する。 

・期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値 

：１９％（平成２９年度）⇒２１％（令和４年度） 

 

※ごみのリサイクル率 ＝ 

 

 

（２）循環型社会形成推進基本計画の改定（平成３０年６月）による目標 

「第４次循環型社会形成推進基本計画」は、循環型社会形成推進基本法第１５条に

基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成

３０年６月に閣議決定されました。 

第４次計画は、最終処分量や不法投棄の新規判明件数の削減、金属くずの資源化な

ど、進展が見られる分野がある一方、プラスチックや食品廃棄物等のように一層の３

Ｒを進めていくべき分野も残されている。廃棄物の量に着目した施策に加え、循環の

質にも着目し、「リサイクルに比べ、取組みが遅れているリデュース・リユースの取

ごみの再生利用量 

家庭系ごみ量+事業系ごみ量＋集団回収量 
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組強化」、「有用金属の回収」、「安心・安全の取り組み強化」、「３Ｒ国際協力の推進」

等を新たな政策の柱としました。 

また、循環型社会形成のため一般廃棄物の減量化に関する取組み指標については、

以下のとおり設定しました。 

 

表 1.3.2 第４次循環型社会形成推進基本計画での一般廃棄物の減量化に関する目標 

※ 事業系ごみについては、事業所数の変動が大きいこと、事業所規模によって

ごみの排出量に顕著な差がみられることなどから、１事業所当たりではなく、

事業系ごみの「総量」について指標として設定しています。 

 

 

  

区分 目標年 数値目標 

全   体 

令和 

７年度 

１人１日当たりのごみ排出量（計画収集量+直接搬入

量+集団回収量 約８５０ｇ/人/日 

家庭系ごみ 
家庭からの１人１日当たりのごみ排出量（集団回収

量、資源ごみ等を除く）約４４０ｇ/人/日 

事業系ごみ※ 事業系ごみの「総量」約１，１００万トン 
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３）栃木県の廃棄物処理の目標 

栃木県は、「栃木県資源循環推進計画」（令和３年３月）で廃棄物に係る現状を踏まえ、

おおむね１０年後の将来像を見据えた目標を定めています。 

おおむね１０年後の将来像は以下のとおりです。 

・モノが資源として循環するライフサイクル全体での資源循環の取組が拡大 

・地域の特性やモノの性状等に応じて、地域における資源の循環が形成 

・気候変動対策につながる資源循環推進体制が確立 

・廃棄物・リサイクル産業が成長し、地域で新たに雇用創出、企業立地等が実現 

これらの、実現を目指し、「廃棄物の排出量を減らす」、「廃棄物を処理する」、「廃棄

物処理施設の整備を促進し、廃棄物・リサイクル産業を育成する」という三つのテーマ

を掲げ、それぞれのテーマごとに目標及び指標を設定しています。 

 

【テーマ】ライフサイクル全体での資源循環の推進（一例） 

≪目標≫廃棄物の排出量を減らすため、まずは、県民及び排出事業者に対し、廃棄物を

できるだけ発生させない意識の浸透を図るとともに、プラスチックをはじめ

とした再生利用に向けた取組を促進し、最終処分量の削減を図ります。 

 

〔指標〕 現状値と目標値（一例） 

 

〔具体的な取組〕 

具体的取組 具体的施策（一例） 

１．廃棄物の発生抑制・再使用 
・食品ロスの削減推進 

・使い捨てプラスチックの使用削減の促進 

２．排出事業者による発生抑制 

再使用の取組推進 

・事業系一般廃棄物の削減及び分別促進 

・排出事業者による発生抑制の取組推進 

３．高度なリサイクルシステムの構築 
・再生利用の優先順位を意識した分別の促進 

・一般廃棄物の分別区分の拡大の促進 

４．再生材や再生可能資源の利用促進 
・「とちの環エコ製品」の認定件数の増加 

・環境配慮設計の先進事例を周知 

 

 

指    標 
現状値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 7 年度） 

県民１人１日当たりの生活系一般廃棄物の排出量 
６７２ 

ｇ／人・日 

６５０ 

ｇ／人・日 

県内で排出された一般廃棄物の最終処分量 ５７千ｔ ５３千ｔ 

県内で排出された一般廃棄物の再生利用率 １６．０％ １９．０％ 
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栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言 

 

プラスチックは、私たちの生活に欠かすことのできない素材でありますが、近年、プラス

チックなどによる海洋汚染が国際的に深刻な問題となっております。 

国際的な目標であるＳＤＧｓでは、海洋汚染の防止（目標１４ 海の豊かさを守ろう）が

掲げられ、２０１９年に主要２０カ国の首脳により、大阪で開催されたＧ２０においても議

題として取り扱われました。 

国では、こうした状況に対応するため、ワンウェイ（使い捨て）のプラスチックのリデュ

ース（発生抑制）等の徹底、効果的・効率的で持続可能なリサイクルの促進、再生材・バイ

オプラスチックの利用促進など、プラスチックの資源循環を総合的に推進する方針を掲げ

ております。 

栃木県においても、これらの動向を踏まえて、令和元年８月、栃木県及び県内自治体との

合同により、「栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言」を宣言し、プラスチックの適正処理

を進めてまいります。 
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第２編 ごみ処理基本計画 
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第１章 ごみ処理の現況と課題 

 

１ 分別区分 

令和３年度現在の本市におけるごみの分別区分を以下に示します。 

 

表 2.1.1 ごみの分別区分と排出形態 

■南河内・国分寺地区 

分別区分 具体例 排出形態 

燃やすごみ 
台所ごみ、紙ごみ、革製品、ﾌﾟﾗ

ｽﾁｯｸ製品等 
透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

資
源
物 

プラ容器包装 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

小枝 庭木等を剪定した小枝 
長さ 1ｍ・直径 10 ㎝以内、紙ひもか麻ひもで束

ねて出す。 

びん・缶 飲料用のびん・缶 所定のコンテナに入れる。 

ペットボトル  回収ネットに出す。 

新聞紙 新聞紙・チラシ ひもでしばって出す。 

段ボール  ひもでしばって出す。 

雑誌・雑紙 

紙パック 
雑誌・雑紙・紙パック ひもでしばって出す。 

衣類・古布 衣類・古布・毛布等 
透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。または、ひ
もでしばって出す。 

不燃ごみ 
陶磁器、金属製品、食品のびん・
缶等 

透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

小型家電 
ドライヤー、アイロン、電気ポッ

ト等 
透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

有害ごみ 

スプレー缶、蛍光灯 

体温計等 
透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

乾電池 専用コンテナに出す。 

粗大ごみ 家具・寝具類 環境課に回収を申し込む。 

■石橋地区 

分別区分 具体例 排出形態 

燃やすごみ 
台所ごみ、紙ごみ、革製品、ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸ製品等 

透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

資
源
物 

プラ容器包装 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

剪定枝（小枝） 庭木等を剪定した小枝 
長さ 1ｍ・直径 10 ㎝以内、紙ひもか麻ひもで束
ねて出す。 

びん・缶 飲食料用のびん・缶 ポリカゴに入れて出す。（各自用意） 

ペットボトル  透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

新聞紙 新聞紙・チラシ ひもでしばって出す。 

段ボール  ひもでしばって出す。 

雑誌・雑紙 雑誌・雑紙 ひもでしばって出す。 

紙パック  ひもでしばって出す。 

衣類・古布 衣類・古布・ｶｰﾃﾝ・毛布 透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

不燃ごみ 
陶磁器、金属製品、食品のびん・
缶等 

ポリカゴに入れて出す。（各自用意） 

小型家電 
ドライヤー、アイロン、電気ポッ
ト等 

透明か半透明のﾎﾟﾘ袋に入れて出す。 

有害ごみ ①蛍光灯②ｽﾌﾟﾚｰ缶③乾電池 
①～③に分けて、透明・半透明のポリ袋に入れ
る。 

粗大ごみ 家具・寝具類 環境課に回収を申し込む。 
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令和３年度現在の本市におけるごみ搬入の受入先と処理手数料を以下に示します。 

 

 

表 2.1.2 ごみ搬入の受入先と処理手数料 

■南河内・国分寺地区 

受入先 分別区分 処理手数料 

中央清掃センター 燃やすごみ 家庭から出たごみ：無料 

事業所から出たごみ：２５０円／

１０㎏ 

リサイクルセンター 不燃ごみ 

資源物 

粗大ごみ 

有害ごみ 

家庭から出たごみ：無料 

事業所から出たごみ：２５０円／

１０㎏ 

南部清掃センター プラ容器包装 

剪定枝 

家庭から出たごみ：無料 

事業所から出たごみ：２５０円／

１０㎏ 

 

■石橋地区 

受入先 分別区分 処理手数料 

リサイクルセンター 燃えないごみ 

資源物 

粗大ごみ（不燃系粗大ごみ） 

有害ごみ 

家庭から出たごみ：無料 

事業所から出たごみ：２５０円／

１０㎏ 

南部清掃センター プラ容器包装 

剪定枝 

家庭から出たごみ：無料 

事業所から出たごみ：２５０円／

１０㎏ 

クリーンパーク茂原 

※燃やすごみ以外の 

ごみは家庭から直接

搬入されるもののみ

を受け入れる 

燃やすごみ 

燃えないごみ 

ビン・缶・ペットボトル 

粗大ごみ 

有害ごみ 

家庭から出たごみ：無料 

事業所から出たごみ：２２６円／

１０㎏ 

 

 

  



24 

 

２ ごみ処理・処分の流れ 

本市のごみ処理・処分の流れについて、下図のとおりとなります。 

 

 

図 2.1.1 令和 3 年度時点での下野市のごみ処理フロー  

■南河内地区、国分寺地区

■石橋地区

燃やすごみ
（可燃系粗大ごみ含む）

中央清掃センター
焼却施設

焼却灰・飛灰

資源ごみ
処理システム

ガラス類
金属類

ペットボトル

資
源
回
収

紙・布類

プラ容器包装

南部清掃センター

圧縮・梱包処理

民
間
委
託

（
灰

溶

融

・

最

終

処

分

）

不燃ごみ

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

不燃・粗大ごみ
処理システム

不燃残渣

不燃系粗大ごみ

有害ごみ

ストックヤード

委託処理
（有害ごみ）

民間
業者

資
源
物

新聞紙
ダンボール
雑誌・雑紙
紙パック

古布
びん・缶

ペットボトル
資
源
化

剪定枝
堆肥化
チップ化

有害ごみ

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

不燃・粗大ごみ
処理システム

ストックヤード

資源ごみ
処理システム

新聞紙
ダンボール
雑誌・雑紙
紙パック

古布
びん・缶

ペットボトル
資
源
物

プラ容器包装

南部清掃センター

剪定枝

燃やすごみ
（可燃系粗大ごみ含む）

クリーンパーク茂原
焼却施設

焼却灰・飛灰

民
間
委
託

（
灰

溶

融

・

最

終

処

分

）

不燃ごみ

不燃残渣

不燃系粗大ごみ

民間
業者

資
源
回
収

資
源
化

圧縮・
梱包処理

堆肥化

チップ化

紙・布類

ガラス類

金属類
ペットボトル

委託処理
（有害ごみ）
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３ ごみ排出量の推移 

本市のごみ排出量は、近年の微増傾向から、令和２年度は増加に転じました。 

要因の一つとして、全国的に、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、外出を控え

る等自宅で過ごす時間が増加していることから、家庭ごみの増加が考えられます。 

なお、「とちぎの廃棄物」（栃木県）によると、令和２年度のごみ排出量の原単位の全国

平均値は９２５ℊ/人・日、栃木県平均値は９０１ℊ/人・日となっています。これに対し、

本市では７９３ℊ/人・日であり、全国や栃木県の平均値と比べて低い値となります。 

表 2.1.3 ごみ排出量の推移 

 

資料：下野市資料（年度別ごみ搬入量）、とちぎの廃棄物 

ごみ処理量（施設へのごみ搬入量）：ごみ排出量（ｔ/年） － 集団回収量（ｔ/年） 

  

図 2.1.2 ごみ排出量、原単位の推移  

単位 H28 H29 H30 R1 R2

人 60,062 60,084 59,981 60,062 60,053

ｔ/年 16,089 16,325 16,401 16,569 17,384

　ごみ処理量 ｔ/年 15,453 15,720 15,855 16,030 16,985

ｔ/年 13,430 13,642 13,759 13,680 14,921

ｔ/年 2,023 2,078 2,096 2,350 2,064

ｔ/年 2,945 2,765 2,651 2,415 2,567

家庭系ごみ ｔ/年 2,920 2,741 2,632 2,405 2,560

事業系ごみ ｔ/年 25 24 19 10 7

ｔ/年 12,508 12,955 13,204 13,615 14,418

家庭系ごみ ｔ/年 10,510 10,901 11,127 11,275 12,361

事業系ごみ ｔ/年 1,998 2,054 2,077 2,340 2,057

　集団回収量 ｔ/年 636 605 546 539 399

ｇ/人・日 734 744 749 756 793

ｇ/人・日 705 717 724 731 775

　 ｇ/人・日 163 154 146 135 135

　 ｇ/人・日 571 591 603 621 658

ｇ/人・日 613 622 628 624 681

ｇ/人・日 925 920 919 918 925

ｇ/人・日 917 921 918 920 901

項　　　　　　　目

行　　　政　　　人　　　口

　ご　み　排　出　量

　ごみ排出量（下野市）

　ごみ処理量（下野市）

家庭系ごみ

事業系ごみ

資源物を除く処理量

資源物

　家庭系ごみ処理量

原
単
位

ごみ排出量（国）

ごみ排出量（県）

資源物

資源物を除く処理量
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４ ごみの減量化・再生利用の実績 

 

１）資源物処理量 

令和２年度における本市の資源物処理量（資源物として施設に搬入された量）は２，

５６６トンで、やや減少傾向となっています。 

 

表 2.1.4 資源物処理量の推移 

資料：下野市資料（年度別搬入量） 

 

２）資源回収報奨金制度 

本市では、自治会や子ども会育成会・ＰＴＡ等営利を目的としない団体が実施する資

源回収に対し、回収重量に応じた報奨金を交付しています。 

令和２年度の集団回収量は３９９トンで、減少傾向となっています。 

 

表 2.1.5 集団回収量の推移 

資料：下野市資料（年度別資源回収量） 

資料：下野市資料（年度別搬入量） 

 

  

項  目 単位 
平成 

28 年度 
 
29 年度 

 
30 年度 

令和 
元年度 

 
2 年度 

資源物処理量 ｔ/年 2,945 2,765 2,651 2,415 2,566 

 紙・布 ｔ/年 1,220 1,178 1,118 1,022 1,141 

びん・缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ｔ/年 707 693 678 560 584 

ﾋﾞﾆｰﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｔ/年 863 741 703 696 692 

剪定枝（小枝） ｔ/年 155 153 152 137 149 

項  目 単位 
平成 

28 年度 
 
29 年度 

 
30 年度 

令和 
元年度 

 
2 年度 

集団回収量 ｔ/年 636 605 546 539 399 

 紙類 ｔ/年 606 576 518 510 378 

布類 ｔ/年 5 5 5 5 5 

ガラス類 ｔ/年 5 4 4 3 2 

金属類 ｔ/年 16 16 16 19 13 

その他 ｔ/年 4 4 3 2 1 
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３）資源化量 

本市の資源化量は下記のとおり、２２～２５％の間で推移しています。 

資源化量については、資源ごみとして搬入されたもののほか、施設にて破砕、選別等

処理を行い、取り出された資源も含みます。 

 

表 2.1.6 資源化量の推移 

■発生元別 資源化量及び資源化率 

 

■資源化量の品目別 

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査票（各年度） 

 

図 2.1.3 資源化量・資源化率の推移  

単位
平成

28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度

ｔ/年 16,089 16,325 16,401 16,569 17,384

ｔ/年 3,935 4,138 3,754 3,870 4,438

ｔ/年 1,700 1,716 879 1,278 1,423

ｔ/年 1,599 1,817 2,329 2,053 2,616

焼却施設 ｔ/年 412 476 583 623 679

粗大ごみ処理施設 ｔ/年 338 382 546 290 332

その他の施設 ｔ/年 849 959 1,200 1,140 1,605

ｔ/年 636 605 546 539 399

％ 24.5 25.3 22.9 23.4 25.5

集団回収

資源化率

項目

ごみ排出量

資源化量

直接資源化量

施設処理に伴う資源化量

単位
平成

28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度

ｔ/年 3,935 4,138 3,754 3,870 4,438

ｔ/年 1,604 1,738 1,018 1,392 1,343

ｔ/年 401 480 470 384 764

ｔ/年 124 177 231 233 374

ｔ/年 126 124 336 162 167

ｔ/年 682 564 538 544 525

ｔ/年 328 316 294 242 267

ｔ/年 404 466 575 618 666

ｔ/年 266 273 292 295 332

項目

資源化量

紙類

金属類

ガラス類

ペットボトル

プラスチック類

布類

溶融スラグ

その他
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４）家庭用生ごみ処理機器等設置補助金 

本市では、生ごみの減量・資源化の推進のため、家庭用生ごみ処理機器等を設置した

方に対して補助金を交付しています。 

 

表 2.1.7 家庭用生ごみ処理機器等設置補助金の概要 

 

 

表 2.1.8 家庭用生ごみ処理機器等設置補助の実績 

 

資料：下野市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4 家庭用生ごみ処理機器等の普及状況の推移 

 

 

  

単位
平成

28年度
29年度 30年度

令和
元年度

2年度

機械式 件 11 16 12 18 27

コンポスト容器 件 16 9 11 13 6

機械式 件 513 528 540 558 585

コンポスト容器 件 2,056 2,065 2,076 2,089 2,095

世帯 23,282 23,714 23,958 24,402 24,727

機械式 ％ 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4

コンポスト容器 ％ 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5

千円 255 326 223 531 577補  助  額

項目

補助
件数

累計
件数

世  帯  数

世帯
普及率

種  別 補助の内容 

機械式生ごみ処理機 購入金額の 2 分の 1 以内 3 万円が限度 

コンポスト容器 1 基につき購入金額の 2 分の 1 以内 6 千円が限度 

（1 世帯につき補助対象は 2 基まで） 
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５）その他の減量化・資源化事業 

本市では、平成２４年３月に策定し、平成２９年３月に見直しを実施した「下野市ご

み減量化計画」を策定し、ごみ減量化のための市民・事業者・行政のそれぞれの具体的

な行動を示し、ごみの減量化に努めてきました。 

また、本市では、ごみの減量化・資源化の推進のため、資源回収報奨金制度による資

源物の自主回収や家庭用生ごみ処理機器等設置補助金による生ごみの減量化の他、以

下の事業を実施しています。 

 

①レジ袋削減の取り組み 

レジ袋削減の取り組みは、ごみの減量化の他に地球温暖化の防止にも有効であり、

環境にやさしいライフスタイルへのきっかけになります。 

本市では、市内の食品スーパーなどを対象にマイバッグ運動を実施し、ごみ減量化

の取り組みを推進しています。 

②不用品リサイクル事業 

ごみ減量化を目的として、市民から受け付けたリサイクル可能な不用品の情報を

管理し、リサイクル品の譲り受けを希望する方にその情報を広報紙・ホームページを

通して提供する制度です。 

③エコキャップ運動 

ペットボトルのふたを集めて世界の子供たちにワクチンを届けようという取り組

みです。 

市では、一部の公共施設を「エコキャップステーション」とし、ペットボトルのふ

たの回収ボックスを設置しています。 

④エコ（ショップ＆オフィス）認定制度 

ごみ減量化・リサイクルの推進、並びに環境保全に積極的に取り組む店舗をエコシ

ョップ、事業所をエコオフィスとして認定し、広く市民にＰＲすることで利用促進を

図り、その取り組みを応援しています。 

⑤市民・事業者への意識啓発・広報活動 

ごみの減量化・資源化の推進のためには、市民・事業者の協力が必要であることか

ら、市の広報紙やホームページ、イベント開催時などにおいて意識啓発・広報活動を

積極的に進めています。また、ごみの減量化・資源化のための具体的な取り組みにつ

いても紹介しています。 

⑥学校及び保育園の給食残渣と剪定枝の堆肥化 

南河内・国分寺地区では、学校及び保育園の給食残渣を小山広域の施設（小山広域

クリーンセンター）に搬入し、し尿及び浄化槽汚泥とともに堆肥化して再利用してい

ます。また、市内全域から収集された剪定枝は、南部清掃センターでチップ化及び堆

肥化されています。 

⑦その他、資源循環に関する新たな施策への取組 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律等、循環型社会の形成を目指

し、策定される様々な施策に対し、積極的に導入の検討を進めてまいります。  
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５ ごみ処理の実績 

 

１）焼却処理量 

本市で発生する可燃ごみのほか、粗大ごみ処理施設や資源化処理施設からの可燃残

渣は焼却処理されています。令和３年度現在においては、焼却は南河内・国分寺地区は

小山広域の中央清掃センターで、石橋地区は宇都宮市のクリーンパーク茂原で行って

います。 

令和２年度における本市の焼却処理量は１３，７７６トン、焼却処理率は８１．１％

です。 

本市の焼却処理量・焼却処理率は増加傾向にあります。 

表 2.1.9 焼却処理量の実績 

 

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査票（各年度） 

 

 

図 2.1.5 焼却処理量の推移 

焼却処理率：焼却処理量（ｔ/年） ÷ ごみ処理量（ｔ/年） 

  

項　目 単位
平成

28年度
29年度 30年度

令和
元年度

2年度

ごみ処理量 ｔ/年 15,453 15,720 15,855 16,030 16,985

焼却処理量 ｔ/年 11,476 12,345 12,097 12,874 13,776

焼却処理率 ％ 74.3 78.5 76.3 80.3 81.1
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２）最終処分量 

焼却処理後の焼却灰及び粗大ごみ処理施設や資源ごみ処理施設からの不燃残渣等の

処理残渣は、最終処分場にて埋立処分やスラグ化等の溶融処理（資源化）を行なってい

ます。 

令和２年度における本市の最終処分量は１，１９３トン、最終処分率は７．０％です。 

本市の最終処分量、最終処分率はいずれも横ばい傾向で推移しています。 

 

表 2.1.10 最終処分量の実績 

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査票（各年度） 

最終処分率：最終処分量（ｔ/年） ÷ ごみ処理量（ｔ/年） 

 

図 2.1.6 最終処分量の推移 

 

６ 処理施設の状況 

本市のごみ処理は、令和３年度現在において、小山広域及び宇都宮市の施設により処理

が行われています。 

 

１）破砕処理施設及び資源化処理施設 

破砕処理及び資源化処理は、小山広域のリサイクルセンター、南部清掃センター、宇

都宮市のクリーンパーク茂原で行っております。これらの処理施設の概要は以下のと

おりです。  

項　目 単位
平成

28年度
29年度 30年度

令和
元年度

2年度

ごみ処理量 ｔ/年 15,453 15,720 15,855 16,030 16,985

最終処分量 ｔ/年 1,700 1,217 1,019 1,146 1,193

最終処分率 ％ 11.0 7.7 6.4 7.1 7.0
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表 2.1.11 リサイクルセンター 施設の概要 

項  目 内     容 

名  称 小山広域保健衛生組合 リサイクルセンター 

所 在 地  下野市下坪山 1632 

竣工年月 平成 31 年 3 月 

リサイクル 

センター棟 

処理能力 

破砕・選別   ：40t/5h（不燃・粗大ごみ処理系） 

選別・一部圧縮 ：10t/5h（びん・缶選別機） 

圧縮・梱包   ：3.3t/5h（ペットボトル等圧縮機） 

ストック 

ヤード 

保管能力 

有害ごみ    ：24 ㎥（蛍光管、乾電池） 

小型家電    ：35 ㎥（小型家電） 

可燃系資源物  ：18.10ｔ（古布、古紙類） 

 

 

表 2.1.12 南部清掃センター 容リ法対象ビニプラ施設の概要 

項  目 内     容 

名  称 南部清掃センター 容リ法対象ビニプラ施設 

所 在 地  野木町大字南赤塚 1513-2 

竣工年月 平成 28 年 3 月 

処理能力 
選別・圧縮・梱包：21t/5h（ビニプラ） 

破砕 ：9.4t/5h（剪定枝） 

 

 

  表 2.1.13 クリーンパーク茂原 リサイクルプラザの概要 

項  目 内    容 

名  称 クリーンパーク茂原 リサイクルプラザ 

所 在 地  宇都宮市茂原町 777-1 

竣工年月 平成 13 年 3 月 

処理能力 

135t/5h 

 ・びん・缶類ライン  ：46t/5h×２系列 

 ・ペットボトルライン ： 8t/5h×１系列 

 ・不燃ごみライン   ：35t/5h×１系列 

 

 

２）焼却処理施設 

焼却処理は、令和３年度現在、南河内・国分寺地区が小山広域の中央清掃センターで、

石橋地区は宇都宮市のクリーンパーク茂原で行っております。処理施設の概要は以下

のとおりです。 
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表 2.1.14 中央清掃センター 焼却処理施設（エネルギー回収推進施設）の概要 

項  目 内    容 

名  称 中央清掃センター焼却処理施設 エネルギー回収推進施設 

所 在 地  小山市塩沢 576-15  

竣工年月 昭和 61 年 3 月 平成 28 年 9 月 

処理能力 160t/24h（80t×2 炉） 70t×1 炉 

炉 型 式  全連続燃焼式（ストーカ炉） 全連続燃焼式（ストーカ炉） 

備  考 
温水発生装置あり（場内利用） 

 平成 14 年 9 月飛灰固形化施設 

発電設備あり定格出力 1,300Kw 

令和 9 年度に 90t×2 炉予定有 

 

表 2.1.15 クリーンパーク茂原 焼却処理施設の概要 

項  目 内    容 

名  称 クリーンパーク茂原 焼却処理施設 

所 在 地  宇都宮市茂原町 777-1 

竣工年月 平成 13 年 3 月 

処理能力 390t/日（130t/24h×３炉） 

炉 型 式  全連続燃焼式（ストーカ炉） 

灰溶融炉型式 電気溶融方式（３相アーク式） 

灰溶融能力 40t/日（１炉） 

発電能力 定格出力：7,500kw 

 

 

７ ごみ処理経費の実績 

本市のごみ処理経費の推移は以下のとおりです。令和２年度の処理及び維持管理費の

合計は約７億円で、ごみ１ｔ当たりの経費は約４万１千円、人口１人当たりの経費は約１

万２千円となっています。 

 

表 2.1.16 ごみ処理経費の実績 

 

注：各年度の歳出のうち、「処理及び維持管理費」の内訳を示します。 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査処理状況調査票（各年度）  

単位
平成

28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度

ｔ/年 15,453 15,720 15,855 16,030 16,985

人 60,062 60,084 59,981 60,062 60,053

千円 511,932 468,516 524,323 524,258 702,580

千円 292,167 261,180 308,398 282,064 317,335

収集運搬費 千円 247,159 226,542 247,159 258,260 278,604

その他 千円 45,008 34,638 61,239 23,804 38,731

千円 219,765 207,336 215,925 242,194 385,245

円/ｔ 33,128 29,804 33,070 32,705 41,365

円/人 8,523 7,798 8,741 8,729 11,699

組合分担金

ごみ1t当たりの経費

人口１人当たりの経費

項　　　　目

ごみ排出量

行政人口

処理及び維持管理費

委託費
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８ 関係市の動向 

 

１）小山広域保健衛生組合 

「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を令和元年度に策定し、令和９年度までの９年

間のごみ処理に関する基本方針を示しています。組合は構成市町が収集したごみを、処

理・処分を業務範囲としているため資源化率の向上や、最終処分量及び温室効果ガス等

環境負荷の削減とともにごみ処理コストの低減を目指しています。 

また、新たに第２期エネルギー回収推進施設の整備を進めており、令和９年度より、

石橋地区の燃やすごみ及び可燃系粗大ごみの焼却処理も併せて開始する予定です。 

 

２）宇都宮市 

「宇都宮市一般廃棄物処理基本計画」を令和３年３月に策定し、ごみ排出量の推移、

施策の効果、発生抑制・再使用の取組み強化を進める国の方針、社会情勢等を踏まえ、

施策事業の見直しや、新たな中間処理施設、最終処分場の整備や既存施設の長寿命化な

ど、安全で安定した処理を継続しながら、効果的・効率的なごみ処理体制の構築を図る

こととしています。 

広域における処理体制については、令和５年度以降、宇都宮市、上三川町の２市町で

実施します。 

基本方針として、「ごみの発生抑制の促進」「適正な資源循環利用の推進」「適正な処

理・処分の推進」が定められています。 
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９ 前回の計画目標の達成状況 

前回の「一般廃棄物処理基本計画」（平成２９年３月）において、本市のごみに関する

数値目標は以下のとおり設定されています。 

 

１）発生抑制目標 

平成２７年度を基準とし、家庭系ごみは、排出量の原単位（１人１日当たりの

ごみ排出量）を対象として、中間目標である令和３年度までに３％削減、計画目

標である令和８年度までに５％削減を目指します。 

事業系ごみは、排出量全体を対象として、中間目標である令和３年度までに

５％削減、計画目標である令和８年度までに１０％削減を目指します。 

 

２）資源化率 

中間目標である令和３年度までに３２％以上、計画目標である令和８年度まで

に３４％以上を目指します。 

 

３）最終処分率 

中間目標である令和３年度までに４％以下、計画目標である令和８年度までに

２％以下を目指します。 

 

 

表 2.1.17 前回計画の目標と実績値の比較 

項   目 単位 

実績値 目標値 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

8 年度 

１）市民一人当たり
１日のごみ排出量 

ℊ/人･日 734 744 749 756 793 
707 

以下 

691 

以下 

 

家庭系ごみ ℊ/人･日 613 622 628 624 681 
624 

以下 

612 

以下 

事業系ごみ t/年 2,023 2,078 2,096 2,350 2,064 
1,748 

以下 

1,656 

以下 

２）資源化率 % 24.5 25.3 22.9 23.4 25.5 
32% 

以上 

34% 

以上 

３）最終処分率 % 11.0 7.7 6.4 7.1 7.0 
4% 

以下 

2% 

以下 

 

令和２年度のごみ排出、処理・処分に関する実績を令和３年度の目標値（中間目標）と

比較したところ、１）発生抑制目標、２）資源化率、３）最終処分率すべての項目で未達

成でした。 

特に令和２年度に家庭系ごみの排出量が増加しており、新型コロナウィルスの感染拡

大から、外出を控える生活様式に変わることで、自宅で過ごす時間の増加から、家庭系ご

みの排出量が増加したことが要因のひとつと考えられます。  
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１０ ごみ処理の評価 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課の「市町村一般廃棄物処理シス

テム評価支援ツール」を用いて本市のごみ処理システムを評価しました。比較対象とした

のは、産業構造や人口規模が似通った全国の類似自治体です。「廃棄物のうち最終処分さ

れる割合」を除いて、類似市町村と比較して平均を上回る偏差値を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.7 標準的な指標における偏差値によるレーダーチャート 

 

 

※指標の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位

廃棄物の発生 ＝ ごみ総排出量÷365(or 366)÷計画収集人口×103 kg/人･日

廃棄物の再生利用 ＝ 資源化量÷ごみ総排出量 ｔ/ｔ

最終処分 ＝ 最終処分量÷ごみ総排出量 t/t

＝ 処理及び維持管理費÷計画収集人口※１ 円/人･年

＝
（処理及び維持管理費－最終処分費－調査研究費）
÷（ごみ総排出量－最終処分量）

円/ｔ
費用対効果

人口一人当たり年間処理経費

最終処分減量に要する費用

標準的な指標 算出式

人口一人一日当たりごみ総排出量

廃棄物からの資源回収率
(RDF・セメント原料化等除く)

廃棄物のうち最終処分される割合

資料：令和元年度一般廃棄物処理実態調査結果 

64.2

64

54

54.7

47.1

0

25

50

75

100

人口一人当たりごみ総排出

量

廃棄物からの資源回収率（Ｒ

ＤＦ・セメント原料化等除く）

廃棄物のうち最終処分され

る割合

人口一人当たり年間処理経

費

最終処分減量に要する費用

栃木県下野市

平均 実績
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１１ ごみ処理の課題 

 

１）排出抑制の課題 

ごみ排出量は平成 28 年度から令和元年度まで微増で推移し、令和 2 年度は増加に転

じております。新型コロナウィルスの感染拡大防止から、外出の自粛等、生活様式が大

きく変わり、自宅にて過ごす時間が増える傾向にあることが要因の一つと考えられま

すが、３Ｒの取り組みによるごみ減量化の呼びかけを継続して行う必要があります。 

 

 

２）資源化の課題 

剪定枝のチップ化及び堆肥化による資源化に取り組んでいますが、前回の「一般廃棄

物処理基本計画」で掲げた資源化率の数値目標を上回ることはできませんでした。また、

資源物の集団回収量も減少傾向となっており資源化率の向上の取り組みが必要です。 

また、令和４年４月より、プラスチックの資源循環等の取組を促進するため、「プラ

スチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、新たな取組として、検討

が必要となります。 

 

 

３）収集運搬の課題 

本市では、ステーション回収により収集を行っていますが、小山広域で広域処理して

いるごみ区分と、宇都宮市へ委託している石橋地区の一部のごみ区分があります。この

ため、地区により分別品目や処理困難物の扱いも違っています。市民負担の公平化のた

めにも市内統一したごみ処理体制の構築が課題です。 

また、ステーションへ排出が困難な要介護者や高齢者等への戸別収集は「声かけふれ

あい収集事業」として福祉部門で体制を整えましたが、対象者の認定が必要です。 

 

 

４）中間処理・最終処分の課題 

本市のごみ処理は、令和３年度現在、小山広域での広域処理と宇都宮市への委託処理

で行っております。ごみ処理体制の違いによる住民負担の公平性や効率化のため、小山

広域による市内統一した中間処理体制を構築する必要があります。 

最終処分場については、本市においても小山広域でも有していないことから、最終処

分量を限りなく削減することが必要です。 
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第２章 将来ごみ量の予測 

 

１ 将来人口 

本市の将来人口は、国が推計した将来人口（平成２７年度の国勢調査に基づく国の推計

値）を基本に、令和２年度において実績値（国勢調査）と一致するよう調整することで設

定しました。 

各年度の将来人口の算出の際に使用した式を以下に示します。 
 

各年度の将来人口 ＝ 各年度の国の推計値× 

令和２年度の実績値 

令和２年度の国の推計値 

 

この方法により将来人口を設定した場合、本市の将来人口は減少傾向で推移します。 

 

表 2.2.1 設定した将来人口 

 

注１．「Ａ．国が推計した将来人口」は平成２７年の国勢調査に基づく推計値であり、５年毎（令和２・７・１２年）に

将来人口が示されています（国立社会保障・人口問題研究所が推計）。 

２．「Ｂ．実績値」は平成２７年度から令和２年度の実績値です。 

３．Ａ・Ｃともに対象年度（網掛けの箇所）以外については、５年毎の実績値または推計値を按分することで設定しま

した。 

 

図 2.2.1 将来人口の推移 

注．平成２７・令和２・７・１２年度以外は、５年毎の実績値または推計値を按分することで設定しました。  

27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

59,431 59,319 59,207 59,094 58,982 58,870 58,689 58,509 58,328 58,148 57,967 57,730 57,493 57,256 57,019 56,782 56,486

59,870 60,062 60,084 59,981 60,062 60,053

比較〔Ｂ／Ａ〕 100.7% 101.3% 101.5% 101.5% 101.8% 102.0%

59,870 60,062 60,084 59,981 60,062 60,053 59,868 59,685 59,500 59,316 59,132 58,890 58,648 58,407 58,165 57,923 57,621

増減率 ― ― ― ― ― 100.0% 99.7% 99.4% 99.1% 98.8% 98.5% 98.1% 97.7% 97.3% 96.9% 96.5% 96.0%

Ａ．国が推計した将来人口

Ｂ．実績値

Ｃ．将来人口

平成 令和
項　　目
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２ 現状推移時の将来ごみ量 

 

１）将来ごみ量の予測方法 

本市の将来ごみ量は、直近３年間（平成３０年度～令和２年度）のごみ搬入実績を基

に、将来人口の推移を考慮し、設定しました。 

 

具体的な手順は次のとおりです。 

 

（１）平成３０年度から令和２年度までの直近３年間で、搬入形態（家庭からの搬入

及び事業者からの搬入）別に、種類（燃えないごみ、資源ごみ、有害ごみ、粗

大ごみ）ごとの搬入実績及び人口の平均から、市民一人当たりのごみ排出量を

設定し、本市の将来人口に乗じることで、将来ごみ量を算出しました。 

※「燃やすごみ」に関しては、平成３０年度の排出実績を基準としております。 

 

各年度のごみ搬入予測＝ 
直近３年間 

ごみ搬入実績（平均） 
× 

年度別将来人口 

直近３年間の人口（平均） 

 

図 2.2.2 将来ごみ量の予測方法 

 

２）将来ごみ量の予測 

本市のごみ量は、平成２８年度以降微増で推移し、令和２年度に増加に転じました。 

令和２年度以降、将来的にごみ量は人口に比例し減少傾向で推移し、令和８年度のご

み処理量は１５，８４３トン（令和２年度から約６．７％減）、令和１３年度のごみ発

生量は１５，５０２トン（同約８．７％減）と予測されます。 

 

表 2.2.2 将来ごみ量の予測 

 

 

 

H30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 Ｒ13年度

59,981 60,062 60,053 59,868 59,685 59,500 59,316 59,132 58,890 58,648 58,407 58,165 57,923 57,621

10,092.48 10,081.63 10,927.78 10,064.91 10,034.14 10,003.04 9,972.11 9,941.17 9,900.49 9,859.80 9,819.29 9,778.60 9,737.92 9,687.15

850.07 1,006.41 1,125.18 991.17 988.15 985.08 982.04 978.99 974.98 970.98 966.99 962.98 958.97 953.97

2,631.95 2,404.70 2,559.57 2,525.15 2,517.43 2,509.63 2,501.87 2,494.11 2,483.90 2,473.69 2,463.53 2,453.32 2,443.12 2,430.38

125.03 113.74 230.13 155.87 155.40 154.91 154.44 153.96 153.33 152.70 152.07 151.44 150.81 150.02

59.56 74.19 78.85 70.68 70.46 70.24 70.02 69.81 69.52 69.24 68.95 68.67 68.38 68.02

13,759.09 13,680.67 14,921.51 13,807.78 13,765.58 13,722.90 13,680.48 13,638.04 13,582.22 13,526.41 13,470.83 13,415.01 13,359.20 13,289.54

1,997.54 2,083.55 2,004.34 1,992.08 1,985.99 1,979.84 1,973.72 1,967.59 1,959.54 1,951.49 1,943.47 1,935.42 1,927.36 1,917.31

73.18 61.02 49.95 61.21 61.03 60.84 60.65 60.46 60.21 59.96 59.72 59.47 59.22 58.91

19.33 10.01 6.92 12.06 12.02 11.98 11.95 11.91 11.86 11.81 11.76 11.71 11.67 11.60

6.17 194.98 1.61 67.41 67.20 66.99 66.78 66.58 66.30 66.03 65.76 65.49 65.22 64.88

0.03 0.12 0.77 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

2,096.25 2,349.68 2,063.59 2,133.07 2,126.55 2,119.96 2,113.41 2,106.85 2,098.21 2,089.59 2,081.01 2,072.39 2,063.77 2,053.00

12,090.02 12,165.18 12,932.12 12,056.99 12,020.13 11,982.88 11,945.83 11,908.76 11,860.03 11,811.29 11,762.76 11,714.02 11,665.28 11,604.46

923.25 1,067.43 1,175.13 1,052.38 1,049.18 1,045.92 1,042.69 1,039.45 1,035.19 1,030.94 1,026.71 1,022.45 1,018.19 1,012.88

2,651.28 2,414.71 2,566.49 2,537.21 2,529.45 2,521.61 2,513.82 2,506.02 2,495.76 2,485.50 2,475.29 2,465.03 2,454.79 2,441.98

131.20 308.72 231.74 223.28 222.60 221.90 221.22 220.54 219.63 218.73 217.83 216.93 216.03 214.90

59.59 74.31 79.62 70.99 70.77 70.55 70.33 70.12 69.82 69.54 69.25 68.97 68.68 68.32

15,855.34 16,030.35 16,985.10 15,940.85 15,892.13 15,842.86 15,793.89 15,744.89 15,680.43 15,616.00 15,551.84 15,487.40 15,422.97 15,342.54

545.56 539.51 398.74 493.25 491.74 490.22 488.70 487.18 485.19 483.20 481.21 479.22 477.22 474.74

有害ごみ

集団回収

合計

事
業
系

許
可
・
直
搬

有害ごみ

小計

ご
み
処
理
量

燃やすごみ

燃えないごみ

資源ごみ

粗大ごみ

燃やすごみ

燃えないごみ

資源ごみ

粗大ごみ

種　別
実　績　値 将　　　　来　　　　予　　　　測　　　　値

人　口　（年度末）
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系

収
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有害ごみ

計
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燃やすごみ

燃えないごみ
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図 2.2.3 将来ごみ量の推移 

 

 

第３章 基本方針 

 

１ 基本理念 

 

本市の最上位計画である第二次下野市総合計画(平成２８年度～令和７年度)では、施策

大綱の目標の一つの「豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくり」

の中で、「豊かな自然環境や住環境と共生し、地球環境にやさしく自然災害にも強い安全・

安心なまちづくりを目指すとともに、市民の日常生活を支えるための生活環境の充実を

目指し、若者の定住を促進します。具体的には、消防・防災の推進と防犯・交通安全対策

により安全・安心なまちづくりに取り組むとともに、消費生活向上に向けた支援や公共交

通網の充実を図ります。また、ごみ処理・リサイクルの推進や地球温暖化対策による環境

にやさしいまちづくりを推進します。」とあります。 

また、下野市環境基本計画(平成２５年度～平成３４年度)では、基本目標の中で「資源

が循環する地球にやさしいまちづくり」を掲げており、資源を浪費する生活や社会のしく

みを見つめ直し、廃棄物の発生抑制と資源としての再使用・再生利用など、環境負荷の少

ないまちづくりを目指しています。 

これらを踏まえ、本市では、①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユース）、③再生

利用（リサイクル）の『３Ｒ』と適正かつ安全なごみ処理で、循環型社会の構築による安

心して暮らせる環境づくり推進します。 

循環型社会の構築で安心して暮らせる環境づくり 
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２ 基本方針 

基本理念実現のため次の基本方針を定めます。 

基本方針 取組み内容 

ごみの発生抑制の推進 循環型社会の形成に向けて、発生するごみの量をできる

限り少なくするため、市民、事業者、行政がそれぞれの役

割と責務を果たし、相互に協力しながらごみの発生抑制に

取組み処理・処分するごみを減量します。 

資源化の推進 発生したごみは、市民、事業者、行政がそれぞれの役割

と責務を果たし、相互に協力しながら分別意識を高め可能

な限り資源化を推進します。 

適正な処理・処分の推進 ごみの発生・排出抑制（リデュース）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル）の３Ｒ原則に基づく循環型ごみ処

理体制の確立と効率的なごみ処理事業のため小山広域保

健衛生組合及び宇都宮市と連携し、適正な処理・処分を推

進します。 

 

３ 将来目標 

これまでのごみの排出、処理・処分に関する実績及び将来ごみ量の予測等の検討結果か

ら将来目標を以下のとおり設定します。 

 

１）発生抑制目標 

本計画に先立ち、本市の燃やすごみの処理先である小山広域保健衛生組合におい

て、令和８年度までに、令和９年度より稼働予定である新規焼却施設の処理能力を超

過しないよう、小山広域保健衛生組合管内で、平成３０年度の燃やすごみの総処理量

より約５，０００ｔの削減が目標として掲げられています。 

令和２年よりコロナ禍による生活様式の変化が生じているなど、ごみの発生量が

増加する要因があるため、燃やすごみ以外のごみ（燃えないごみ、資源ごみ、有害ご

み、粗大ごみ）は、平成３０年度から令和２年度までのごみ排出量の平均を基準値と

し、中間目標である令和８年度までに、家庭系ごみの燃やすごみの排出量を９，４９

２ｔ（基準値比で６００ｔの減 約５．９％削減）、事業系ごみの燃やすごみの排出

量を１，７９７ｔ（基準値比で２００ｔの減 約１０％削減）とすることを目標とし

ます。 

このため、ごみ処理量については、計画の目標年度である令和１３年度に基準値の

１５，９８４ｔに比べ約１１．４％削減した１４，１５４ｔを目指します。 

 

２）資源化率 

資源化率は、小山広域の一般廃棄物処理基本計画にあわせ、中間目標である令和８年

度までに３２％以上、計画目標である令和１３年度までに３４％以上を目指します。 
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３）最終処分率 

最終処分率は、小山広域の一般廃棄物処理基本計画にあわせ、中間目標である令和８

年度までに３％以下、計画目標である令和１３年度までに２％以下を目指します。 

 

 

表 2.3.1 将来目標 

 

項    目 （基準値） 
令和８年度 

（中間目標） 

令和１３年度 

（計画目標） 

1）発生抑制目標 

ごみ処理量 729ｇ/人･日 703ｇ/人･日 677ｇ/人･日 

 家庭系ごみ 632ｇ人･日 
613ｇ/人･日 

（基準比約-3%） 

594ｇ/人･日 

（基準比約-6%） 

 事業系ごみ 2,139t/年 
1,934t/年 

（基準比約-10%） 

1,733t/年 

（基準比約-19%） 

2）資源化率 25.6% 32%以上 34%以上 

3）最終処分率 7.7% 
3%以下 

（約 453t/年） 

2%以下 

（約 285t/年） 

 

４ 減量化・資源化施策実施時の将来ごみ量 

減量化・資源化施策の実施により、将来目標を達成した場合の将来ごみ量を以下に示し

ます。 

表 2.3.2 目標達成時のごみ量予測 

 

※基準値：①燃やすごみは、平成３０年度実績により算出。 

②燃えないごみ、資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ、集団回収は直近３カ年（Ｈ３０～

Ｒ２年度）平均により算出。  

中間目標 計画目標

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 Ｒ13年度

60,032 59,868 59,685 59,500 59,316 59,132 58,890 58,648 58,407 58,165 57,923 57,621

10,092.48 9,992.48 9,892.48 9,792.48 9,692.48 9,592.48 9,492.48 9,372.48 9,252.48 9,132.48 9,012.48 8,892.48

993.89 991.17 988.15 985.08 982.04 978.99 974.98 970.98 966.99 962.98 958.97 953.97

2,532.07 2,525.15 2,517.43 2,509.63 2,501.87 2,494.11 2,483.90 2,473.69 2,463.53 2,453.32 2,443.12 2,430.38

156.30 155.87 155.40 154.91 154.44 153.96 153.33 152.70 152.07 151.44 150.81 150.02

70.87 70.68 70.46 70.24 70.02 69.81 69.52 69.24 68.95 68.67 68.38 68.02

13,845.61 13,735.35 13,623.92 13,512.34 13,400.85 13,289.35 13,174.21 13,039.09 12,904.02 12,768.89 12,633.76 12,494.87

1,997.54 1,964.21 1,930.88 1,897.55 1,864.22 1,830.89 1,797.54 1,757.54 1,717.54 1,677.54 1,637.54 1,597.54

61.38 61.21 61.03 60.84 60.65 60.46 60.21 59.96 59.72 59.47 59.22 58.91

12.09 12.06 12.02 11.98 11.95 11.91 11.86 11.81 11.76 11.71 11.67 11.60

67.59 67.41 67.20 66.99 66.78 66.58 66.30 66.03 65.76 65.49 65.22 64.88

0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

2,138.91 2,105.20 2,071.44 2,037.67 2,003.91 1,970.15 1,936.21 1,921.89 1,908.34 1,894.79 1,881.25 1,733.23

12,090.02 11,956.69 11,823.36 11,690.03 11,556.70 11,423.37 11,290.02 11,235.44 11,180.88 11,126.35 11,071.84 10,490.02

1,055.27 1,052.38 1,049.18 1,045.92 1,042.69 1,039.45 1,035.19 999.52 968.51 938.50 909.45 1,012.88

2,544.16 2,537.21 2,529.45 2,521.61 2,513.82 2,506.02 2,495.76 2,588.26 2,594.63 2,601.01 2,607.40 2,441.98

223.89 223.28 222.60 221.90 221.22 220.54 219.63 210.55 205.58 200.77 196.11 214.90

71.18 70.99 70.77 70.55 70.33 70.12 69.82 65.44 62.03 58.79 55.72 68.32

15,984.52 15,840.55 15,695.36 15,550.01 15,404.76 15,259.50 15,110.42 15,099.22 15,011.64 14,925.42 14,840.52 14,228.10

494.60 493.25 491.74 490.22 488.70 487.18 485.19 483.20 481.21 479.22 477.22 474.74

合計

集団回収

ご
み
処
理
量

燃やすごみ

燃えないごみ

資源ごみ

粗大ごみ

有害ごみ

事
業
系

許
可
・
直
搬

燃やすごみ

燃えないごみ

資源ごみ

粗大ごみ

有害ごみ

小計

家
庭
系

収
集
・
直
搬

燃やすごみ

燃えないごみ

資源ごみ

粗大ごみ

有害ごみ

計

人　口　（年度末）

種　別 基準値

将　　　　来　　　　予　　　　測　　　　値

Ｒ３年度
計画期間　：　Ｒ４年度～Ｒ１３年度
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第４章 発生抑制・資源化計画（３Ｒの推進） 

 

１ 市民、事業者、行政の協働・連携の推進 

施 策 内      容 

①啓発の充実 
・市のホームページや広報紙を通じて、家庭生活や事業活動に

おいて発生するごみ量や処理の実態やごみの減量・リサイク

ルの推進などの情報を発信し、ごみ排出に対する意識啓発に

努めます。 

・各種団体に出前講座を行い、ごみ減量化の協力を求めていき

ます。 

・ごみのルールブックを適宜作成し、全世帯に配布することに

よってごみの分別や排出ルールの意識向上を図ります。 

・水切りネット、雑紙用ストック袋の各戸配布を実施すること

により、燃やすごみの減量化、資源化に関する意識向上を図り

ました。（令和元年度実施） 

②環境教育の推進 ・小学生を対象としたリサイクル施設の見学会を実施し、ごみ

減量化を介した環境教育を推進します。 

・各種団体に対し清掃センターの施設見学を促し、ごみ処理の

実態を理解していただきます。 

・小中学校の授業（総合学習）の時間等、学校等の要望に応じ、

積極的に環境教育の場に参加いたします。 

③イベントやキャ

ンペーンの実施 
・環境美化県民運動への参加を自治会経由にて促します。 

・環境フェアを実施し、ごみ減量化や資源化のＰＲに努めます。 

④事業者へのごみ

減量・資源化の指

導 

・清掃センターが実施するごみ搬入検査に協力し、ごみの分別

徹底や排出抑制の指導を行います。 

・多量排出事業者に減量・資源化の要請を行います。 

⑤ごみ減量化・資

源化のポスターの

募集 

・小中学生から募集したごみ減量化・資源化に向けたポスター

を活用し、市民や事業者に対してごみ減量やリサイクルの大

切さを理解していただけるよう働きかけます。 
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２ 発生・排出抑制 

施 策 内     容 

①ごみを出さない

ライフスタイルの

啓発 

・市民に対して、ものを大切にする、不要なものは買わない・も

らわない、ごみとなるものをつくらないなどのライフスタイ

ルを実践するよう意識啓発を行います。 

・マイバッグ運動などの実施により、市民にごみとなるものを

買わない、受け取らないように働きかけます。 

・事業活動に伴う簡易包装の推進、リサイクルに配慮した商品

の生産・販売及び流通・廃棄などがなされるよう事業者に協力

を要請します。 

②生ごみの減量化

の推進 

・食材の適量使用による食べ残しや賞味期限切れ食品の廃棄を

できるだけなくすなど、生ごみの発生抑制に努めます。 

・発生した生ごみは、水切りの徹底や家庭用生ごみ処理機の使

用により、減量化を推進します。 

・家庭用生ごみ処理機等設置補助金は今後も継続し、補助金制

度の市民への周知を図り生ごみの減量化を推進します。 

③指定ごみ袋導入

と家庭系ごみ処理

の有料化の検討 

・ごみの分別徹底による減量化のため指定ごみ袋の導入や、公

平なごみ処理費用の負担、排出者責任による処理を目指し、他

都市の事例や周辺市町の動向を踏まえて、本市における家庭

系ごみ有料化のあり方を検討します。 

④エコ（ショップ

＆オフィス）認定

制度の普及推進 

・ごみ減量・資源化にむけた自発的な取り組みを実践している

事業所を「エコショップ」「エコオフィス」として認定し、市

のホームページなどで紹介することで、市民へのＰＲに努め

ます。 

⑤店頭回収の促進 ・市内での店頭回収（牛乳パック、トレイなどの使用済容器の回

収等）の内容を把握し、ごみ減量・資源化への取り組みを行っ

ている小売店などを市民にＰＲし、積極的な利用を進めます。 

 

３ 再使用 

施 策 内     容 

①リサイクル情報

の提供 

・「不用品リサイクル制度」に基づく市のホームページでの不用

品リサイクル情報の充実に努め、市民の間でのリサイクルを

促進します。 

②リユース製品、

リサイクル製品の

活用 

・リターナブル容器を使用した製品や再生資源を利用した製品、

エコマーク付きの商品等の情報提供やＰＲを行い、市民や事

業者間での「グリーン購入」を促進します。  

・市役所や市の関係機関において、「グリーン購入」を率先しま

す。 

③粗大ごみの修

理・再生による再

使用 

・小山広域が本市に整備するマテリアルリサイクル推進施設で、

組合と連携・協力し、粗大ごみとして排出された家具等の修

理・再生を行います。 

・環境フェアなどのイベント実施時における再生家具展示販売

会などの開催を検討します。 
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４ 分別収集・中間処理による資源化 

施 策 内     容 

①集団回収の推進 ・自治会等の各団体による集団資源回収は、ごみの減量やリサ

イクルへの意識が高められることから、今後も継続できるよ

う広報紙等で参加・実施の呼びかけなどの支援を行います。 

②分別排出の徹底 ・ごみ・資源物の分別排出の徹底のため、分かりやすい行政カレ

ンダー（ごみカレンダー）、分別早見表を定期的に作成します。  

・事業者に対しては、収集運搬許可業者を通じ、ごみの搬入時に

分別排出の徹底を指導します。 

③公共施設を活用

した拠点回収シス

テムの推進 

・市役所、公民館等を利用した小型家電の拠点回収を推進しま

す。 

④中間処理による

資源化の推進 

・南部清掃センターにおいて剪定枝のチップ化及び堆肥化を進

めます。 

・本市に整備されるマテリアルリサイクル推進施設で、リサイ

クルの向上を図ります。 

・民間の資源化施設を活用し、焼却灰の資源化を一層推進しま

す。 

 

「食品ロス」について 

 

「食品ロス」は、「食べることが出来たのに廃棄される食品」を指します。2015 年に

国連で採択された SDGs（持続可能な開発目標）の中でも解決するべき課題の 1 つとし

て明記されています。 

日本では、家計における食費が消費支出の中で約 4 分の 1 を占め、カロリーベースで

食料自給率は約 37％で、食料の多くを海外からの輸入に依存しています。 

世界の食料廃棄量は年間約 13 億トンで、人の消費のために生産された食料のおおよ

そ 3 分の 1を廃棄しています。 

大量の食品ロスが発生することにより、様々な影響や問題があります。食品ロスを含め

た多くのごみを廃棄するため、ごみ処理に多額のコストがかかっています。また可燃ごみ

として燃やすことで、CO2 排出や焼却後の灰の埋め立て等による環境負荷が考えられま

す。 

私たち一人ひとりが食べものをもっと無駄なく、大切に消費していく必要があります。 

例えば、買物時に「買いすぎない」、料理を作る際「作りすぎない」、外食時に「注文し

すぎない」、そして「食べきる」ことが重要です。 買物をした後に、冷蔵庫に同じ食材が

あったことに気づき、食材を余らせてしまうケースもあります。 無駄をなくすためにも、

事前に冷蔵庫や食品庫にある食材を確認するようにしましょう。 

食品ロスを減らすための小さな行動も、一人ひとりが取り組むことで、大きな削減につ

ながります。身近なところから食品ロスを減らすための取組を進めていきましょう。 
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第５章 適正処理計画 

 

１ 適正ごみ処理システムの考え方 

収集運搬から中間処理、最終処分、再生利用までのごみ処理システムの構築にあたって

は、下図に示す「リサイクルの推進」「環境負荷が少ない」「コストを抑える」の３つの要

素のバランスを考慮して計画を行う必要が

あります。 

適正処理計画では、既存の中間処理施設の

現状を把握したうえで、目標とするリサイク

ルの達成が可能なシステムの中から環境保

全性と経済性の両面から評価を行い、最適な

ごみ処理システムを選定することになりま

す。 

 

                図 2.5.1 ３要素のバランスを考慮したごみの適正処理 

２ ごみ処理の主体 

本市の収集運搬から再生利用について、計画策定年度である令和３年度において、南河

内・国分寺地区と石橋地区とで相違があるため、段階的な一本化を検討しながら、小山広

域保健衛生組合での統一処理に向けて協議していきます。 

 

令和３年度時点のごみ処理体制 

区 分 
処 理 主 体 

収集・運搬 中間処理 最終処分 備   考 

燃やすごみ（国分寺・南河内地区） 市（委託） 小山広域 民間委託 民間委託（一部資源化） 

燃やすごみ（石橋地区） 市（委託） 宇都宮市 民間委託 R９年度より小山広域 

不燃ごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 民間委託 民間委託（資源化） 

プラ容器包装（市内全地区） 市（委託） 小山広域 ― 指定法人（資源化） 

資源物（市内全地区） 市（委託） 小山広域 ― 民間委託/指定法人（資源化） 

有害ごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 ― 民間委託（一部資源化） 

粗大ごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 民間委託 民間委託（一部資源化） 

 

令和９年度以降（小山広域保健衛生組合の新規焼却施設整備完了後）のごみ処理体制 

区 分 
処 理 主 体 

収集・運搬 中間処理 最終処分 備   考 

燃やすごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 民間委託 民間委託（一部資源化） 

不燃ごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 民間委託 民間委託（資源化） 

プラ容器包装（市内全地区） 市（委託） 小山広域 ― 指定法人（資源化） 

資源物（市内全地区） 市（委託） 小山広域 ― 民間委託/指定法人（資源化） 

有害ごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 ― 民間委託（一部資源化） 

粗大ごみ（市内全地区） 市（委託） 小山広域 民間委託 民間委託（一部資源化） 

 

リサイクル

の推進

環境負荷が

少ない

コストを

抑える
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３ 収集運搬計画 

施 策 内     容 

分別収集内容の統一 ・南河内・国分寺地区と石橋地区で分別収集区分について

は、令和元年度に統一化しました。 

有害物の分別収集の強

化 

・水銀含有物は、有害ごみとして分別収集していきます。 

・スプレー缶については、不適正なごみ出しによりごみ収集

車両の火災事故が発生する可能性もあるため、分別を徹底

させます。 

効率的な収集運搬体制

の構築 

・家庭ごみの収集・運搬は、当面は現行同様としますが、分

別収集品目毎の収集量や排出状況等を勘案して、適正な回

収回数等を検討します。 

・粗大ごみの戸別有料収集を検討します。 

高齢化社会への対応 ・高齢福祉課で実施している「声かけふれあい収集事業」と

連携し、ごみ出し困難世帯の支援を推進します。 

 

４ 中間処理計画 

施 策 内     容 

現在の処理体制の継続

と新処理体制の検討 

・令和３年度現在、南河内・国分寺地区は小山広域保健衛生組

合の処理施設で、石橋地区は宇都宮市と小山広域保健衛生

組合の施設でそれぞれ処理を行っております。市内全域が

統一した処理体制で行うために、小山広域保健衛生組合や

宇都宮市と調整を図った上で、小山広域保健衛生組合に統

一を目指した処理体制の構築を進めます。 

更なる資源化 ・南部清掃センターで、プラスチック製容器包装の選別・圧縮

梱包や剪定枝のチップ化及び堆肥化を進め、資源化を行い

ます。 

・令和元年度に、不燃物や不燃系粗大ごみ等の効率的な処理を

するため、新たな中間処理施設としてマテリアルリサイク

ル推進施設を市内に小山広域保健衛生組合で整備しまし

た。 

 

５ 最終処分計画 

施 策 内     容 

最終処分量の削減 ・現在、本市も小山広域保健衛生組合も最終処分場を保有し

ておらず、自区外で委託処分しています。このため、可燃ご

みや不燃ごみに含まれている資源化可能物の分別を徹底

し、中間処理後の残渣を最少にします。 

・焼却残渣は可能な限り主灰・飛灰ともに委託処理によりス

ラグ化し、資源としての利用により、最終処分量を削減しま

す。 

将来の最終処分のあり

方 

・最終処分のリスク分散のため、小山広域保健衛生組合で最

終処分場のあり方を検討していきます。 
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６ 災害廃棄物の処理計画 

施 策 内     容 

災害廃棄物の一時仮置

き場の確保 

・地震等自然災害の発生後数ヶ月程度は、災害廃棄物処理計画

に基づき、公共用地等を活用して仮置場の確保を図ります。 

広域的な連携による災

害廃棄物処理体制の確

保 

・災害時には一度に多量の廃棄物が発生するため、周辺市町、

県、国との連携による広域支援体制を確保します。  

・他の地域において災害が発生した場合に速やかな支援が行

えるような体制を整えます。 

 

 

７ その他 

施 策 内     容 

不法投棄ごみ対策 ・不法投棄、違法行為の防止に向けて監視、廃棄物監視員によ

るパトロールの強化、通報体制の整備、不法投棄防止看板の

増設など、指導体制を整備します。 

・これまでにごみの不法投棄が行われた場所を地図に示すな

どにより、不法投棄が起こりやすい場所・条件等を把握し、

未然防止に努めます。 

プラごみゼロ宣言 ・自然界、特に海洋中に漂流するプラスチックごみが、生態

系に悪影響を与えていることから、プラスチックのより良

い活用による、プラスチックごみゼロを目指す「栃木からの

森里川湖プラごみゼロ宣言」を令和元年８月に宣誓し、 

 従来の３Ｒに更なる３Ｒとして 

      Ｒｅｔｈｉｎｋ：本当に必要か考える 

      Ｒｅｆｕｓｅ ：不要なものは断る 

      Ｒｅｆｉｎｅ ：捨てる時には分別 

 を加えた行動を意識するようよびかけます。 

・とちぎの環境美化県民運動への参加をよびかけます。 

・マイバッグを推奨 

・分別回収の徹底 に取り組みます。 
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第３編 生活排水処理基本計画 
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第１章 生活排水処理の現状と課題 

 

１ 生活排水処理の経緯 

本市における生活排水処理の経緯を以下に示します。 

 

表 3.1.1 生活排水処理の経緯 

 

 

  

年度 南河内地区 国分寺地区 石橋地区

昭和57 ・公共下水道事業の開始

昭和58 ・公共下水道事業の開始 ・公共下水道事業の開始

昭和61 ・公共下水道一部供用開始 ・公共下水道一部供用開始 ・公共下水道一部供用開始

平成 4
・柴南地区農業集落排水処理
　施設供用開始

平成 7
・姿川西部地区農業集落排水
　処理施設供用開始

・上台地区農業集落排水処理
　施設供用開始

平成 8
・柴南東部地区農業集落排水
　処理施設供用開始

平成 9
・吉田東地区農業集落排水
　処理施設供用開始

平成11
・吉田西地区農業集落排水
　処理施設供用開始

・国分寺町生活排水処理基本
　計画策定

・石橋町生活排水処理基本
　計画策定

平成12
・成田・町田地区農業集落
　排水処理施設供用開始

平成13
・南河内町生活排水処理
　基本計画策定

平成14
・下坪山地区農業集落排水
　処理施設供用開始

平成16
・国分寺町生活排水処理基本
　計画見直し

・石橋町生活排水処理基本計
　画見直し

平成21

平成22

平成27

平成17

・社会資本総合整備計画策定

・下野市生活排水処理構想策定

・下野市生活排水処理構想策定
・社会資本総合整備計画（Ｈ27～Ｈ31）策定

・合併により「下野市」誕生
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２ 生活排水処理の概要 

本市における令和２年度の排水処理の状況を以下に示します。 

本市において、公共下水道施設や農業集落排水処理施設、及び合併処理浄化槽の整備が

進められておりますが、単独処理浄化槽設置世帯や、し尿収集世帯の生活雑排水は、敷地

内の処理槽設置者を除き、一部未処理のまま道路側溝を経由して近くの公共用水域に放

流されているため、今後とも一層の排水対策が必要です。 

本市の家庭や事業所から排出されるし尿及び浄化槽汚泥と農業集落排水処理施設から

排出される農業集落排水汚泥は小山広域クリーンセンターで処理され、処理汚泥は堆肥

化され市販されています。 

 

 

 

 

図 3.1.1 生活排水処理の状況（令和２年度） 

  

人
（ ％）

人 人 人
（ ％） ( ％) ( ％)

人 人 人 人 人

㎘/年 ㎘/年

㎘/年 ㎘/年

3.6 0.296.2
2,17757,763

行政人口

し尿及び生活雑排水 し尿

60,053
100

水洗化・生活排水処理人口
水洗化・生活

非水洗化人口
排水未処理人口

113

公共下水道 農業集落排水 合併処理 単独処理
し尿処理人口

水洗化人口 処理施設人口 浄化槽人口 浄化槽人口
46,861 6,536 4,366 2,177 113

鬼怒川上流 農業集落排水
浄化槽汚泥 採集し尿

流域下水道 処理施設
（中央処理区） （稼働８施設）

終末処理場

河川放流
堆肥

（販売）

農業集落排水 小山広域保健衛生組合
汚泥 小山広域クリーンセンター

3,189 829

2,488 6,506
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３ 処理形態別人口 

令和２年度末における本市の水洗化・生活雑排水処理人口は５７，７６３人、水洗化・

生活雑排水未処理人口（単独処理浄化槽人口）は２，１７７人、し尿収集人口は１１３人

であり、生活排水処理率（行政人口に占める水洗化・生活雑排水処理人口の比率）は９６．

２%です。 

水洗化・生活雑排水処理人口は増加傾向で推移しており、これに伴い生活排水処理率も

増加傾向で推移しています。 

 

表 3.1.2 生活排水処理形態別人口の推移 

 

注．各年度末（３月３１日現在）の人口を示します。 

資料：下野市資料 

 

図 3.1.2 生活排水処理形態別人口の推移  

単位
平成

28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度

行政人口（Ａ） 人 60,062 60,084 59,981 60,062 60,053

人 56,822 57,212 57,209 57,655 57,763

人 43,226 43,723 43,741 44,423 45,034

人 6,822 6,827 6,702 6,646 6,536

人 6,774 6,662 6,766 6,586 6,193

人 2,031 2,058 2,127 2,155 2,177

人 1,209 814 645 252 113

生活排水処理率（Ｂ／Ａ） ％ 94.6% 95.2% 95.4% 96.0% 96.2%

水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽人口）

し尿収集人口

項　　　　　　目

水洗化・生活排水処理人口（Ｂ）

公共下水道人口（水洗化人口）

農業集落排水処理施設人口

合併処理浄化槽人口
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４ 収集・処理量の実績 

令和２年度に収集・処理されたし尿は８２９㎘、浄化槽汚泥は３，１８９㎘、合計４，

０１８㎘です。 

本市においてし尿・汚泥の収集・処理量は緩やかに減少しています。 

 

表 3.1.3 し尿・汚泥の収集・処理量の実績 

 

資料：小山広域クリーンセンター（年度別搬入実績） 

 

図 3.1.3 し尿・汚泥の収集・処理量の推移 

 

 

５ 処理施設の状況 

 

１）公共下水道 

令和元年度末における本市の公共下水道の普及率は７７．７％です。 

市内における公共下水道計画の概要を以下に示します。 

単位
平成

28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度

㎘/年 6,585 6,381 6,483 6,703 6,506

㎘/年 1,030 928 860 864 829

㎘/年 5,555 5,453 5,623 5,839 5,677

㎘/年 2,472 2,478 2,463 2,453 2,488

㎘/年 3,083 2,975 3,160 3,386 3,189

㎘/日 18.04 17.48 17.76 18.36 17.82

㎘/日 2.82 2.54 2.36 2.37 2.27

㎘/日 15.22 14.94 15.41 16.00 15.55

ℓ/人・日 2.33 3.12 3.65 9.39 20.10

ℓ/人・日 0.97 0.96 0.99 1.04 1.041人1日当たりの浄化槽汚泥量

合併・単独浄化槽

1日当たりのし尿・汚泥の収集・処理量

し尿

浄化槽汚泥

1人1日当たりのし尿量

項　　　　　　　　目

し尿・汚泥の収集・処理量

し尿

浄化槽汚泥

農業集落排水汚泥
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表 3.1.4 公共下水道計画の概要 

 

 

 

２）農業集落排水処理施設 

令和２年度末における本市の農業集落排水処理施設人口は６，５３６人であり、行政

人口に占める割合は１０．９%です。現在、市内では 8 処理区で農業集落排水処理施設

が供用されています。 

市内における農業集落排水処理施設の概要を以下に示します。 

 

表 3.1.5 農業集落排水処理施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）し尿処理施設 

本市で収集されたし尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥は、小山広域の小山広域ク

リーンセンターで処理を行っています。 

小山広域クリーンセンターの概要は次のとおりです。 

  

全体計画 認可計画

平成27年 平成29年

令和8年 令和6年

行政人口 56,600 57,100

下水道計画人口 52,020 49,850

市街化区域 898 890.7

未指定区域 546.8 463.5

計 1,444.8 1,354.0

計画人口（人）

計画面積（ha）

鬼怒川上流流域下水道（中央処理区）

下野市公共下水道事業
項　　　　　目

見直し年次

目標年次

名　　称
受益面積
（ha）

計画人口
（人）

処理方式

日平均
汚水量
（㎥/
日）

供用開始
年月日

備　考

吉田東地区 136.0 2,510 オキシデーションディッチ方式 678 H9.4.1 南河内

吉田西地区 65.0 1,380 オキシデーションディッチ方式 373 H11.7.1 南河内

成田・町田地区 19.3 510 連続流入間欠ばっき方式 137.7 H12.10.1 南河内

下坪山地区 24.5 910 連続流入間欠ばっき方式 245.7 H14.10.1 南河内

上台地区 18.9 360 嫌気性ろ床槽併用接触ばっき方式 97 H8.7.1 石橋

柴南地区 21.0 580 嫌気性ろ床槽併用接触ばっき方式 146 H4.8.1 国分寺

柴南東部地区 18.0 960 嫌気性ろ床槽併用接触ばっき方式 171 H8.4.1 国分寺

姿川西部地区 77.0 1,900 嫌気性ろ床槽併用接触ばっき方式 427 H7.6.1 国分寺

計 379.7 9,110 — 2275.4 — —
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表 3.1.6 し尿処理施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ し尿及び浄化槽汚泥処理経費の実績 

令和２年度における本市のし尿・汚泥の総処理経費は合計約６，３００万円です。 

近年における本市のし尿・汚泥１㎘当たりの処理経費は９，４６３円、人口１人当たり

の処理経費は３，８１１円となっています。 

 

表 3.1.7 し尿・汚泥の処理経費の実績 

 

 

図 3.1.4 し尿・汚泥の処理経費の推移 

  

項　　　　目 単位
平成

28年度 29年度 30年度
令和

元年度 2年度

総処理経費 千円/年 63,280 63,410 65,242 73,558 68,685

し尿・汚泥の収集・処理量 ㎘/年 6,585 6,381 6,483 6,703 6,506

し尿・汚泥収集人口 人 16,836 16,361 16,240 15,639 15,019

1㎘当たりの処理経費 円/㎘ 9,610 9,937 10,064 10,974 10,557

1人当たりの処理経費 円/人 3,759 3,876 4,017 4,703 4,573

し尿・汚泥

生ごみ

水処理

汚泥再生処理

処理能力

処理方式

項　　　　目

名称

所在地

竣工年月

膜分離高負荷脱窒素処理方式

高速堆肥化処理

191㎘/日（し尿48㎘/日、浄化槽汚泥115㎘/日、
農業集落排水汚泥28㎘/日）

1.4ｔ/日（市立保育所、小・中学校の給食施設か
ら排出）

内　　　　　　　　容

小山広域クリーンセンター

栃木県小山市大字塩沢604

平成16年3月
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７ 前回の計画目標の達成状況 

前回の「一般廃棄物処理基本計画」（平成２９年３月）において、本市の生活排水処理

に関する数値目標は以下のとおり設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の生活排水処理に関する実績を令和３年度の目標値（中間目標）と比較した

ところ、目標を達成しました。 

表 3.1.8 前回の計画の目標達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

８ 生活排水処理の課題 

下水道の整備や合併処理浄化槽の普及により、生活雑排水を未処理のまま河川等へ排

出する量は今後も減少していくものと予想されますが、生活雑排水による環境負荷の軽

減を図るため、なお一層の生活排水対策を推進する必要があります。 

○公共下水道等の整備の推進 

公共下水道の整備推進と整備済の地区や農業集落排水区域における接続率の向上を

図ります。 

○合併処理浄化槽の普及 

公共下水道または農業集落排水処理施設等の集合処理区域外や、公共下水道計画処

理区域内にあっても施設の供用開始までに期間を要する区域については、合併処理浄

化槽の整備により、し尿汲み取りや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推

進します。 

○し尿処理施設の適正な維持・管理 

し尿・浄化槽汚泥の処理に関しては、現時点では特に問題はないため、今後もし尿処

理施設の適正運転・適正処理を継続しながら、現行のシステム・体制の維持を図ります。 

○将来のし尿・浄化槽汚泥の減量に合わせた収集・運搬体制の見直し 

公共下水道等の整備に伴い、将来のし尿・浄化槽汚泥の減量が予測されるため、収集・

運搬の効率化について検討します。  

１）生活排水処理率 

公共下水道や農業集落排水処理施設等によるし尿及び生活雑排水の処理率（生活排

水処理率）は、平成２２年度で８６．０%となっています。 

将来の数値目標はとしては、中間目標年度の令和３年度には９３％以上、目標年度

の令和８年度には９５％以上の達成とし、最終的には生活排水処理率１００％を目指

します。 

実績値

令和２年度 令和３年度 達成状況

生活排水処理率 ９６．２％ ９３％以上 ○

項　　　　目

目標値
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第２章 基本方針 

 

１ 基本理念 

 

 

本市は、東に鬼怒川と田川が西に姿川が南北に貫流していることから、水利に恵まれ平

坦で肥沃な田畑が広がっております。また、ＪＲの３つの駅を中心とした市街地が形成さ

れ住環境にも恵まれています。「第二次下野市総合計画」では、『快適でうるおいのある環

境で新たな人の流れをつくるまちづくり』を基本目標の一つに掲げています。 

これまで公共下水道や農業集落排水処理施設整備、合併処理浄化槽の設置補助など、生

活排水処理施設整備の推進に努め、快適な環境を守るため公共用水域に流出する負荷の

削減を図ってきました。今後も生活排水処理施設の整備の推進や生活排水処理施設への

接続、合併処理浄化槽への転換を促進することにより、生活排水の適正処理を進め安全で

快適な水環境を確保していきます。 

 

２ 基本方針 

 

 

 

下水道事業の次期汚水適正処理構想（平成２８年度から平成３７年度 令和３年度時

点で見直し中）では、公共下水道区域と合併浄化槽区域を区別し、汚水処理施設の未整備

地区について、経済比較を基本に地域の状況に応じた各種汚水処理施設の整備を推進し

ます。また、農業集落排水事業の処理施設維持管理費削減対策として、公共下水道への接

続を検討するとともに、コスト軽減及び下水道管の長寿命化により、維持管理の適正化を

図ります。 

また、持続的な汚水処理システムの構築に向けた農業集落排水の公共下水道への統合

については、今後計画的に推進していくこととし、併せて、公共下水道施設の長寿命化及

び耐震対策についても推進していきます。 

 

３ 数値目標 

公共下水道や農業集落排水処理施設等によるし尿及び生活雑排水の処理率（生活排水

処理率）は、令和２年度で９６．２%となっています。 

将来の数値目標として、最終的には生活排水処理率１００％を目指します。 

 

表 3.2.1 生活排水処理の数値目標

 

実績値

令和２年度
中間目標

（令和８年度）
計画目標

(令和１３年度)
最終目標

生活排水処理率 ９６．２％ ９８．１％ ９９．４％ １００％

項　　　　目

目　　標　　値

生活排水処理の充実で、安全・快適に住み続けられるまちづくり 

○公共下水道・特環下水道の整備を推進します。 

○下水道未整備区域における合併処理浄化槽設置支援を進めます。 
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第３章 生活排水処理基本計画 

 

１ 公共下水道による水洗化人口 

令和２年度末現在、生活排水処理率は９６．２％となっており、今後も公共下水道等の

整備を推進し、処理率の向上を目指していきます。 

なお、本計画上で用いられる表現については、下記のとおりとなります。 

※１．普及率     ：整備地区内人口／行政人口 

    ※２．生活排水処理率 

 ：（公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽人口／行政人口） 

    ※３．供用開始人口  ：公共下水道供用開始区域内居住人口 

    ※４．公共下水道人口 ：公共下水道接続人口 

 

２ 農業集落排水処理施設による水洗化人口 

令和２年度末現在、農業集落排水処理施設による生活排水処理率（生活排水処理人口／

行政人口）は１０．９％となっております。 

今後、農業集落排水処理施設の老朽化の進捗により公共下水道への接続が見込まれま

す。 

 

３ 合併処理浄化槽人口 

合併処理浄化槽は毎年度１５基設置する予定となっています。 
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４ 処理形態別人口の予測 

過年度の実績及び将来計画より設定した処理形態別の人口の予測結果を以下に示しま

す。 

 

表 3.3.1 処理形態別の人口予測結果 

 

 

 

 

図 3.3.1 処理形態別の人口の推移 

 

 

中間目標 計画目標

8年度 13年度

行政人口（Ａ） 人 60,053 59,868 58,890 57,621

人 57,763 57,774 57,762 57,275

人 45,034 48,072 51,449 54,148

人 6,536 5,720 3,928 2,176

人 6,193 3,982 2,385 951

人 2,177 1,991 1,072 329

人 113 103 56 17

生活排水処理率（Ｂ／Ａ） ％ 96.2% 96.5% 98.1% 99.4%

し尿収集人口

3年度

水洗化・生活排水処理人口（Ｂ）

公共下水道人口（水洗化人口）

農業集落排水処理施設人口

合併処理浄化槽人口

水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽人口）

項　　　　　　目 単位

実績値 将　　　来　　　予　　　測　　　値

令和
2年度

実   績 将 来 予 測 値 
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５ し尿及び浄化槽汚泥排出量の予測 

 

１）１人１日あたりのし尿及び浄化槽汚泥排出量 

１人１日あたりのし尿及び浄化槽汚泥排出量は、直近（令和２年度）の実績に基づき

以下のとおり設定しました。 

・１人１日あたりのし尿排出量   ：２０．１０ℓ/人・日 

・１人１日あたりの浄化槽汚泥抽出量： １．０４ℓ/人・日 

 

２）し尿及び浄化槽汚泥排出量の予測 

し尿及び浄化槽汚泥排出量は、処理形態別人口のし尿収集人口及び浄化槽人口（合併処

理浄化槽人口と単独処理浄化槽人口の合計）に各々１人１日あたりのし尿排出量と１人

１日あたりの浄化槽汚泥排出量の計画値を乗じることにより、以下のとおり求めました。 

 

表 3.3.2 し尿及び浄化槽汚泥排出量予測 

 

 

 

 

図 3.3.2 し尿及び浄化槽汚泥排出量予測 

中間目標 計画目標

3年度 8年度 13年度

㎘/年 6,506 4,539 2,631 972

㎘/年 829 756 411 125

㎘/年 5,677 3,783 2,220 847

㎘/年 2,488 2,270 1,314 486

㎘/年 3,189 1,513 906 361

㎘/日 17.82 12.43 7.21 2.66

㎘/日 2.27 2.07 1.13 0.34

㎘/日 15.55 10.36 6.08 2.32

ℓ/人･日 20.10 20.10 20.10 20.10

ℓ/人･日 1.04 1.04 1.04 1.041人1日当たりの浄化槽汚泥量

し尿

浄化槽汚泥

1人1日当たりのし尿量

農業集落排水汚泥

合併・単独浄化槽汚泥

1日当たりのし尿・汚泥の収集・処理量

し尿・汚泥の収集・処理量

し尿

浄化槽汚泥

令和
2年度

実績値 将　　　来　　　予　　　測　　　値

項　　　　　　　目 単位

実    績 将 来 予 測 値 
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６ 生活排水処理の主体 

生活排水処理施設の種類別の処理の主体を以下に示します。 

 

表 3.3.5 生活排水処理の主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ し尿等の処理計画 

１）生活排水処理計画 

公共下水道については、今後も公共下水道計画に基づき整備を推進しつつ接続促進

に努めます。 

下水道計画及び農業集落排水処理施設の処理対象区域以外については、合併処理浄

化槽の普及を推進します。単独処理浄化槽が残っている家庭や汲み取りを行っている

家庭については、合併処理浄化槽への転換を促進します。 

２）収集運搬計画 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は現行どおり許可業者により行います。 

今後は、し尿等の収取量の減少が見込まれることから、車両・人員の合理的な配置、

収集経路の適正化を推進することにより、効率的な収集運搬体制を今後も維持するも

のとします。 

 

３）し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

し尿及び浄化槽汚泥の中間処理及び最終処分は、今後も小山広域により適正に行う

こととし、本市は小山広域の処理計画に協力するものとします。 

また、高速堆肥化施設による堆肥化を今後も継続するとともに、堆肥の有効利用を図

ります。 

 

４）その他の計画 

生活排水が水環境に及ぼす影響について市民一人ひとりが認識し、負荷の軽減に努

めるよう広報・啓発活動を展開します。また、市のホームページや広報、パンフレット

などにより、水環境の現状や保全の取り組み等についての情報を広く提供します。 

このほか、生活雑排水の対策は、公共用水域の水質保全だけでなく、身近な水路・側

溝等の水質改善による生活環境の快適化・美化等にもつながるため、市民に対して各家

庭での生活排水対策を進めることの大切さについての啓発を今後も継続します。 

  

対象となる生活排水の種類 処理主体

 し尿及び生活雑排水  市

 し尿及び生活雑排水  市

 し尿及び生活雑排水

 し尿

 収集  し尿及び浄化槽汚泥  許可業者

 施設  し尿及び浄化槽汚泥  小山広域

 個人等

 し尿処理

処理施設の種類

 公共下水道

 農業集落排水処理施設

 合併処理浄化槽

 単独処理浄化槽



63 

 

用 語 説 明 

 

【あ行】 

 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物のことで「ごみ」と「し尿」に分類されます。「ごみ」は商店、オ

フィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴っ

て生じた「家庭系ごみ」に分類されます。 

 

エコ（ショップ＆オフィス） 

ごみ減量化・リサイクル・環境保全を積極的に取り組む事業者をエコ（ショップ＆オフィス）

と認定し、ごみ減量化の一層の推進を図るものです。 

 

エコバッグ 

買い物をする際にレジ袋を使わずに済むように自宅から持参する買い物袋のこと。 

 

温室効果ガス  

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出することで地球温暖化に影響を及ぼ

すもの。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、

パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして排出削減対象として指

定されています。 

 

【か行】 

 

合併処理浄化槽 

生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と生活雑排水（台所や風呂、洗濯等からの排水）を併

せて処理することができる浄化槽。 

 

家電リサイクル法 

エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業者に消費者からの引き取り

及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き

取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けた法律。 

 

環境基準 

環境基本法第 16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい基準」として国が定めるもの。 

 

環境負荷 

人が環境に与える負担のことであり、環境基本法では、「人の活動により環境に加えられる

影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれのあるもの」と定義されています。単独

では環境への悪影響を及ぼさなくとも、集積することで悪影響を及ぼすものを含みます。 

 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、でき

る限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入すること。  
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グリーン購入法 

国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推

進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図

り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的とする法律。  

 

公共下水道 

主として市街地における下水を排除、または処理するために地方公共団体が管理する下水

道で、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するものであり、かつ汚水を排除すべ

き排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの。 

 

小型家電 

家電リサイクル法対象品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機、エアコン等）を除く小型家

電製品で、携帯電話やパソコン、デジタルカメラ、ＣＤ・ＭＤプレイヤー、携帯ゲーム機など。 

 

戸別収集 

ごみ排出者の自宅まで出向いてごみの収集を行う方法。 

 

ごみの有料化 

市民がごみの減量やリサイクルをきっかけになるよう、ごみ量に応じたごみ処理料金を負

担する制度のこと。ごみ袋を市で指定した袋にして、ごみ処理費用を上乗せする方法などがあ

ります。 

 

【さ行】 

 

災害廃棄物 

地震等の災害後に出される不要物のことで、処理責任は市町村にあります。 

 

最終処分場  

資源化または再利用されなかった廃棄物の最終処分は埋立処分が原則とされており、埋立

処分を行う施設を「最終処分場」といいます。 

 

再使用（リユース）  

いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。 

 

再生利用 （リサイクル） 

廃棄物等を原材料として再利用すること。再生利用のうち、廃棄物等を製品の材料としてそ

のまま利用することをマテリアルリサイクル、焼却して熱エネルギーを回収することをサー

マルリサイクルといいます。  

 

在宅医療廃棄物 

在宅医療に関わる医療処置に伴い、家庭から排出される廃棄物。 
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サーマルリサイクル 

廃棄物等から熱エネルギーを回収すること。廃棄物の焼却に伴い発生する熱を回収し、廃棄

物発電をはじめ、施設内の暖房・給湯、温水プール、地域暖房等に利用している例があります。 

リユース、マテリアルリサイクルを繰り返した後でも熱回収は可能であることから、循環型

社会形成推進基本法では、原則としてリユース、マテリアルリサイクルが熱回収に優先するこ

ととしています。 

 

自家処理 

生ごみを堆肥にするなど、ごみを家庭で自ら処理すること。 

 

資源化施設  

再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）を進めるための施設の総称。 

 

集団回収 

町内会や市民団体などが自ら行う資源物の回収のこと。 

 

循環型社会  

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会形

成推進基本法では、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」

としています。 

 

循環型社会形成推進基本計画 

循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形成に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針など

を定めた計画。  

 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推

進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法

律。  

 

循環資源 

循環型社会形成推進基本法では、廃棄物等のうち有用なものと定義されています。 

 

焼却残渣 

ごみ焼却施設でごみを処理した後に発生する焼却灰や飛灰（集塵装置で捕集された灰）の総

称。 

 

ストーカ炉 

ごみをストーカ（火格子）の上で転がし、焼却炉上部からの輻射熱で乾燥・加熱し、攪拌・

移動しながら燃やす仕組みの焼却炉。 

 

ストックヤード 

収集したごみ・資源物等を一時的に保管しておく施設。 
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スラグ化 

１，２００℃以上の高温で焼却灰等を溶融・冷却して、ガラス質の塊を形成すること。 

 

３Ｒ（スリーアール） 

ごみ処理の基本方針として、優先順に、①リデュース（ごみを減らすこと）、②リユース（使

えるものは繰り返し使うこと）、③リサイクル（ごみを資源として再び利用すること）の頭文

字のＲをとって３Ｒと総称します。 

 

生活雑排水 

炊事、洗濯、入浴等、人の生活に伴い排出される水。 

 

全連続燃焼式 

２４時間連続して焼却処理ができるごみ焼却方式。 

 

【た行】 

 

ダイオキシン類  

ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシンとポリ塩化ジ

ベンゾフランに加え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニルと定義しています。 

 

単独処理浄化槽 

生活排水の処理において、し尿のみを処理する浄化槽。 

 

厨芥類（ちゅうかいるい） 

食べ物のくず（生ごみ）のこと。 

 

中間処理 

収集した可燃ごみの焼却、不燃ごみの破砕、資源物の選別などにより、できるだけごみの体

積と重量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。 

 

【な行】 

 

生ごみ処理機 

生ごみを乾燥したり堆肥にしたりする装置のことで、コンポスト容器や電動式のものがあ

り、生ごみを減量することができる。 

 

農業集落排水処理施設 

農業集落からのし尿、生活雑排水を処理する施設。 

 

【は行】 

 

廃棄物発電 

ごみ焼却時に発生する熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回

して発電を行うもの。 
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バイオマス  

再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。主な活用方法としては、堆肥化、

飼料化、燃料化の他、燃焼して発電を行うなどがあります。 

 

廃棄物処理法 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理し、生活

環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律。 

 

排出者責任  

廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関する責任を負うべきとの考

え方。 

 

発生抑制（リデュース）  

廃棄物の発生自体を抑制することで、リユース、リサイクルに優先される取り組みです。 

 

不燃残渣 

粗大ごみ処理施設等において破砕処理・選別処理等を行い、金属等の有価物を除外した後に

残るもの。 

 

不法投棄 

廃棄物を法律が定める方法に従って適切に取り扱わず、山林や河川敷などに投棄すること。 

 

プラスチック製容器包装 

ペットボトル以外で、商品の中身を使ったり食べたりして不要になるプラスチック製の容

器や包装のこと。 

 

【ま行】 

 

マテリアルリサイクル 

廃棄物等を原材料として再利用すること。 

 

【や行】 

 

容器包装リサイクル法 

一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため、家庭系ごみの大きな割合を占める容器

包装廃棄物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を製造する又

は販売する商品に容器包装を用いる事業者は再商品化を実施するという新たな役割分担を定

めた法律。 

 

【ら行】 

 

リターナブル容器 

繰り返し使用できる容器のことで、一升びんやビールびん等が該当します。 
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